
 

 

 

港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）の 

令和３年度における進捗状況について 

 

１  対象事業  港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）に計上している事業 

２  基 準 日  令和４年３月３１日 

３  評  価  令和３年度における進捗状況は次のとおりです。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底しつつ、実施方法を工夫し、

当初計画から一部変更した事業についても、当初計画どおりに含みます。 

 

 

（１）基本方針 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一部未実施 

（資料 3-2 の 6 ページ項番 42、15 ページ項番 86、17 ページ項番 103 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数 

進捗状況評価（事業数） 

当初計画 

どおり 

当初計画 

遅延 
一部未実施 未実施 

合 計 １１５ １１２ ０ ３ ０ 

 (１) 教育・保育施設等の充実 

（Ｐ１） 
８ ８ ０ ０ ０ 

(２) 地域子ども・子育て支援事業の充実 

（Ｐ２～３） 
１６ １６ ０ ０ ０ 

(３)教育・保育の一体的提供 

及び推進体制の確保（Ｐ４） 
３ ３ ０ ０ ０ 

(４)子ども・子育て支援の質の確保 

（Ｐ５～７） 
２０ １９ ０ １ ※ ０ 

(５)産後休業及び育児休業後における 

円滑な事業利用の確保（Ｐ８） 
２ ２ ０ ０ ０ 

(６)特別な支援が必要な家庭や子ども

の施策の充実（Ｐ９～１３） 
２６ ２６ ０ ０ ０ 

(７)ワーク・ライフ・バランス実現のた

めの環境整備（Ｐ１４） 
７ ７ ０ ０ ０ 

(８)放課後対策の総合的な推進 

（Ｐ１５） 
８ ７ ０ １ ※ ０ 

(９)子どもの健全な育成に向けた施策

の充実（Ｐ１６～１８） 
１５ １４ ０ １ ※ ０ 

(10)子どもの未来を応援する施策の充

実（Ｐ１９～２０） 
１０ １０ ０ ０ ０ 
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（２）子どもの未来応援施策 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一部未実施または未実施 

（資料 3-2 の 26 ページ項番 2、27 ページ項番 10、32 ページ項番 32 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数 

進捗状況評価（事業数） 

当初計画 

どおり 

当初計画 

遅延 
一部未実施 未実施 

合 計 １１７ １１４ ０ １ ２ 

 (１)教育・学習の支援 

（Ｐ２６～２７） 
１４ １２ ０ １ ※ １ ※ 

(２)生活環境の安定の支援 

（Ｐ２８～３６） 
６６ ６５ ０ ０ １ ※ 

(３)経済的安定の支援 

（Ｐ３７～４０） 
３４ ３４ ０ ０ ０ 

(４)地域で子どもの未来を応援する体

制の整備（Ｐ４１） 
３ ３ ０ ０ ０ 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

１　教育・保育施設等の充実

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

小規模保育事業、居宅訪問型保育
事業については継続して実施して
います。
令和３年８月に事業所内保育事業
１園を、令和３年１１月に小規模
保育事業１園を閉園しました。

掲載
ぺージ

当初
計画
どお
り

引き続き、保育需要の動向
を見極めながら、付置の取
止めも含めて検討します。

保育政策課

保育施設の定員に対して空きが生
じている状況を踏まえ、大規模開
発に伴う付置の要請を控えまし
た。
また、既に保育所の付置を要請し
た計画についても開発事業者への
影響を考慮しつつ付置の取止めに
ついて交渉しました。

当初
計画
どお
り

待機児童ゼロが達成された
現状を踏まえ、小規模保育
事業の連携施設の設定を進
めています。
また、待機児童向け居宅訪
問型保育事業のあり方等に
ついても改めて検討しま
す。

保育政策課

区内の保育施設の定員に空
きが生じてきている状況や
保育需要の動向を注視しな
がら、「港区の待機児童ゼ
ロ達成後の新たな課題への
対応方針」に沿って引き続
き保育定員の管理に取り組
みます。
また、港区保育室について
も、引き続き、将来的な終
了も視野に入れた定員設定
を行っていきます。

保育政策課

子ども家庭支
援センター

当初
計画
どお
り

引き続き、就学前人口の今
後の動向や今後の需要見込
み等を精査した上で、整備
地域や定員設定について慎
重に見極めながら検討を進
めます。

保育政策課

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症
感染防止対策を講じつつ、
引き続き区内５か所で事業
を実施します。
また、利用者のニーズを把
握し、事業の充実を図りま
す。

③みなと保育サポー
ト事業の充実

保護者の就労形態の多様化に伴う保育
ニーズに対応するため、パートタイム勤
務や短時間勤務等により、児童を保育で
きない家庭を対象に、１日8 時間以内で1
か月160 時間を上限に保育を行う、区内
５箇所で実施するみなと保育サポート事
業の充実を図ります。

32

区内５か所で事業を実施しまし
た。定期利用保育は延べ11,163
人、スポット利用保育は延べ
2,130人の利用がありました。

引き続き中之町幼稚園及び
赤羽幼稚園の改築工事を進
めます。

学務課

就学前人口の今後の動向や各年度
の幼稚園、保育園等の入園申込み
状況等を含めた今後の需要見込み
を精査した上で、整備地域や定員
設定について慎重に見極めながら
検討を進めています。

当初
計画
どお
り

引き続き幼児人口の推移や
就園状況等を注視し、区立
幼稚園の適正規模を確保し
ていきます。

教育長室
学務課

[私立認可園]
令和３年４月に開設を予定してい
た３園は、当初の計画どおり開設
しました。
令和３年度末に１園閉園しまし
た。
[港区保育室]
令和３年度末に１園閉園しまし
た。
[小規模保育事業]
令和３年１１月に１園閉園しまし
た。
[事業所内保育事業]
令和３年８月に１園閉園しまし
た。
[認証保育所]
令和３年度末に１園閉園しまし
た。

幼児人口及び幼稚園希望率が減少
し、定員に空きが出ていることを
踏まえ、令和４年度区立幼稚園定
員を３～５歳児合計で140人削減
しました。

当初
計画
どお
り

中之町幼稚園及び赤羽幼稚園（仮
園舎となる小学校）の改築工事を
進めました。

当初
計画
どお
り

（1）
幼児教育（１
号認定及び２
号認定のうち
共働きで幼稚
園を利用して
いる者）

巻末ボックス
表１

①幼稚園の受入体制
の充実

地域や年齢ごとの幼稚園入園のニーズを
的確に把握し、公私立幼稚園全体で幼稚
園の受入体制の充実を図ります。

29

③幼稚園の適正規模
の確保

幼児人口が増加する一方で、幼稚園の需
要率は減少傾向にありますが、今後の幼
児人口の推移や就園状況、地域の状況、
教育環境等を考慮し、区立幼稚園の適正
規模の確保に取り組みます。

29

②園舎等の整備

幼児数の変化や施設の老朽化に対応し、
より良い教育環境を確保するため、計画
的に区立幼稚園園舎等の改築や増築等を
進めます。

29

(2)
保育（２号認
定のうち共働
きで幼稚園を
利用していな
い者、３号認
定）

巻末ボックス
表２

①保育施設の充実

待機児童ゼロを継続するため、保育ニー
ズの高い地域を精査しつつ、区立園・私
立園の適正バランスを考慮しながら、私
立認可保育園の誘致を中心とした保育施
設の充実を図ります。なお、区が独自に
実施している港区保育室については、今
後の保育需要や待機児童の推移を考慮し
ながら、既存施設の継続や廃止、認可化
等の判断をしていきます。

32

②認定こども園の必
要性や今後の方向性
についての検討

④地域型保育事業の
実施

現在実施している小規模保育事業、事業
所内保育事業、居宅訪問型保育事業を継
続し、多様な地域型保育事業の中から保
護者が選択できる仕組みを確保します。

32

⑤大規模開発におけ
る認可保育園付置の
要請

集合住宅等の大規模開発の際、敷地内に
認可保育園の付置を要請します。

32

区立芝浦アイランドこども園の運営状況
や区民ニーズ等を踏まえながら、教育委
員会とも連携し、認定こども園の必要性
や今後の方向性について検討します。

32

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

幼児人口や幼稚園希望率等を踏ま
え次年度の区立幼稚園定員を削減
するなど、公私立幼稚園全体で幼
稚園の受入体制を確保しました。

当初
計画
どお
り

引き続き幼稚園ニーズの動
向を注視し、公私立幼稚園
全体で幼児の受入体制を確
保していきます。

教育長室
学務課

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

資料3-2
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

項番

9

10

11

12

13

14

15

担当課

令和３年４月から東京都済生会中
央病院附属乳児院でショートステ
イ事業を実施し、10か月未満の定
員を拡充しました。
区内３か所でショートステイ事業
を実施し、1,573日の利用があり
ました。

Ｒ４年度の実施予定

区立認可保育園・認定こども園
（21園）
私立認可保育園（58園）
港区保育室（12園）
小規模保育事業所（11園）
全ての保育園で延長保育を実施し
ました。

母子手帳アプリと連携した子育て
サービスの情報提供を実施しまし
た。子育てコーディネーターにつ
いては、２か所で計4,164件の相
談を受けました。

健康推進課

子ども家庭
支援セン
ター

保育課

子ども家庭
課

子ども家庭
支援セン
ター

子ども家庭
支援セン
ター

引き続き、母子手帳アプリ
と連携した子育てサービス
の情報提供を実施します。
また、子育てコーディネー
ターについても、関係機関
と連携しながら子育て家庭
の相談に適切に対応しま
す。

引き続き、全ての保育園で
延長保育を実施し、就労形
態の多様化、通勤時間等、
保護者の就労実態に応じた
保育需要に対応します。

令和４年４月に放課ＧＯ→
クラブしばはまを開設しま
す。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症
感染防止対策を講じつつ、
引き続き区内３か所で事業
を実施します。

妊娠届出時や母親学級、両
親学級等で出生通知書の提
出と新生児訪問の周知を図
り、訪問数の増加を目指し
ます。令和４年８月からの
福祉総合窓口の開始にあた
り、地区担当保健師との連
携の在り方について再考
し、妊娠期から産後まで、
母子の心身状態に応じた適
切な支援が一貫して実施で
きるように取り組みます。

引き続き、児童虐待の未然
防止や早期対応を図れるよ
うにします。

引き続き、区内19箇所で子
育てひろば事業を実施し、
親子が身近な場所で気軽に
集い、仲間づくりや情報交
換ができる場所を提供し、
育児に関する講座や集いの
開催、子育て相談などを行
います。

当初
計画
どお
り

子ども家庭
支援セン
ター

項目 計画事業

39

親子が身近な場所で気軽に集い、仲間づ
くりや情報交換ができる場所を提供し、
育児に関する講座や集いの開催、子育て
相談などを行う子育てひろば事業を推進
します。令和3（2021）年4 月に開設する
（仮称）子ども家庭総合支援センターに
おいて、新たに子育てひろば事業を実施
します。

乳児家庭全戸訪問事
業

生後４か月以内の乳児のいる全ての家庭
を保健師または助産師が訪問し、赤ちゃ
んの体重測定や育児相談、母親自身の体
調等の相談、母子保健サービス等の紹介
など、育児不安の軽減、産後うつ病の予
防、母乳育児の支援等を行っています。

（７）
地域子育て支
援拠点事業
（子育てひろ
ば事業）

巻末ボックス
表３

養育支援訪問事業の対象家庭のうち、子
どもの食事を十分に作ることができてい
ない、孤食の傾向にあるなどの課題を抱
えている家庭について、食事の支援を充
実させることなどにより、表面化してい
る課題の解決を図るだけでなく、家庭の
問題全般への関わりを深め、適切な支援
につなぎ、児童虐待の未然防止や早期対
応を図ります。

施策内容

進捗
状況

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）

当初
計画
どお
り

40

当初
計画
どお
り

令和3（2021）年4 月に開設した
子ども家庭総合支援センターにお
いて、新たに子育てひろば事業を
実施し、区内19カ所で子育てひろ
ば事業を推進しました。

養育支援訪問事業は5家庭、103回
の利用がありました。うち、食事
支援は3回の利用でした。

当初
計画
どお
り

保育園において認定された保育時間（標
準時間または短時間）を超えて保育を実
施しています。

令和２年７月に、放課ＧＯ→クラ
ブたかなわだいが開設しました。
また、令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向け、準
備を進めました。

計画内容

①学童クラブ事業の
充実

38

①子育てひろば事業
の推進

37

①養育支援訪問事業
の充実

基本方針

当初
計画
どお
り

第３章

（１）
利用者支援事
業

巻末ボックス
表３

（２）
時間外保育事
業（延長保育
事業）

巻末ボックス
表３

（３）
放課後児童ク
ラブ事業（学
童クラブ事
業）

巻末ボックス
表３

（４）
子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ事業）

巻末ボックス
表３

35

①利用者支援事業の
推進

妊産婦や子育て家庭が、母子保健や保育
等の子ども・子育て支援サービスを適切
に選択し、確実、円滑に利用できるよ
う、個別の子育て家庭のニーズを把握
し、悩みや課題を受け止めながら、ＩＣ
Ｔを活用したサービスの情報提供やコー
ディネートを行います。
子育てコーディネーターについては、子
ども家庭支援センター移転後も、より多
くの子育て家庭の相談を受け付けること
ができるよう、実施方法（出張実施な
ど）等の工夫を検討します。

増加する学童クラブ需要に対応するた
め、区立高輪台小学校内で新たに学童ク
ラブ事業を実施するとともに、新たに開
設する（仮称）区立芝浦第二小学校内に
おいても学童クラブ事業を実施するなど
学童クラブ定員の拡大を図ります。

①子育て短期支援事
業（ショートステイ
事業）の充実

総定員としては確保できていますが、社
会福祉法人恩賜財団慶福育児会麻布乳児
院は０歳児枠の定員が１名のため、生後
７日～10 か月未満の受入れ拡充につい
て、関係機関と協議します。

36

（５）
乳児家庭全戸
訪問事業

巻末ボックス
表３

（６）
養育支援訪問
事業

巻末ボックス
表３

妊婦訪問24件、新生児訪問1,659
件、ママの健康相談81件実施し、
訪問件数は令和２年度より増加し
ました。妊娠時からの訪問及び助
産師窓口における電話・面接によ
る相談のほか、支所保健師や医療
機関等との連携により、重層的か
つ継続的に相談を受けることがで
き、新生児訪問の実施率の増加に
つながりました。

34

時間外保育事業（延
長保育事業）

2 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

項番 担当課Ｒ４年度の実施予定項目 計画事業

施策内容

進捗
状況

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）計画内容

基本方針第３章

16

17

18

19

20

21

22

23

24

病児保育室５か所、病後児保育室
１か所で病児・病後児保育を実施
しました。
＜各施設定員＞
あいいく病児保育室…４名
ひまわり保育室…６名
芝浦病児保育室…４名
チャイルドケアばんびぃに病児保
育室…６名
赤坂山王病児保育室…４名
南青山病後児保育室…４名

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

子育て支援員は42人が研修を修了
しました。
産前産後家事・育児支援サービス
の受託事業者数は8者となりまし
た。
ショートステイ事業は1,573日、
トワイライトステイ事業は677日
の利用がありました。

当初
計画
どお
り

病児・病後児保育室の利用申請者
に対して、パンフレット配布等に
より本事業の周知に努めました。

令和３年度申請件数…102件

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

引き続き、区民にとってさ
らに利用しやすい予約シス
テムの内容を検討し、必要
に応じてシステム改修等を
行っていきます。
また、港南四丁目保育室跡
地において、新たに乳幼児
一時預かり事業を実施しま
す。

子ども家庭
支援セン
ター

引き続き、区立幼稚園全園
で預かり保育を実施すると
ともに、保育内容等の充実
に努めます。

引き続き、広報等を通じて
子育て支援員研修の受講を
周知し、子育て支援員を育
成します。
子育て支援の需要を見極
め、産前産後家事・育児支
援サービス受託事業者の拡
充、ショートステイ、トワ
イライトステイを実施しま
す。

引き続き、区民のニーズに
対応するために既存の施設
の定員拡充に努め、新規施
設の開設に向け、医療機関
に働きかけを行っていきま
す。

子ども家庭
支援セン
ター

学務課

保育課

子ども家庭
支援セン
ター

保育課

保育課

ＩＣＴを活用し、施設のキャッ
シュレス化を進めることで、利用
者の利便性の向上をはじめ、支払
い時の接触機会の軽減による新型
コロナウイルス感染症の感染拡大
防止を図りました。

当初
計画
どお
り

病児保育室５施設、病後児保育室
１施設で、電話及びインターネッ
トによる予約受付を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、電話及びイン
ターネットによる予約受付
を行うと共に、病児・病後
児保育室の利便性の向上に
努めます。

③訪問型病児・病後
児保育の利用助成

40

①預かり保育の充実

ファミリー・サポート（育児サポート子
むすび）や派遣型一時保育を担う子育て
支援員の育成、産前産後家事・育児支援
サービスの受託事業者数の増加、ショー
トステイ、トワイライトステイの実施な
どにより、様々な時間帯・保育内容等に
対応する子育て支援サービスの充実を図
ります。

41

区立幼稚園全園で預かり保育を実施する
とともに、幼児の生活リズムへの配慮や
家庭との連携を踏まえた上で、保育内容
の充実に努めます

②病児・病後児保育
室の利便性の向上

病児保育室４施設、病後児保育室１施設
では、電話により予約受付をしています
が、予約システムの導入などにより、保
護者の利便性を向上します。

43

（９）
一時預かり事
業（幼稚園等
の預かり保育
以外）

巻末ボックス
表３

子育てをする家庭の子育て不安の解消を
図るとともに、各家庭の多様なニーズに
対応するため、ＩＣＴを活用した区内全
施設のリアルタイムの空き情報の提供
や、予約システムの導入など、利用しや
すい仕組みづくりを検討します

42

区立幼稚園全園で預かり保育を実
施しました。令和３年度は延べ
14,815人が預かり保育を利用しま
した。

（８）
一時預かり事
業（幼稚園等
の預かり保
育）

巻末ボックス
表３

②生活スタイルの多
様化に対応した子育
て支援策の充実

（12）
妊婦健康診査

巻末ボックス
表３

（11）
子育て援助活
動支援事業
（ファミ
リー・サポー
ト・センター
事業）

巻末ボックス
表３

（13）
実費徴収に係
る補足給付を
行う事業

巻末ボックス
表３

①私立幼稚園副食費
に係る補足給付事業
の拡充

多子世帯の経済的な負担を軽減すること
で、子育てしやすい環境を整備するた
め、私立幼稚園の副食費に係る補足給付
事業の対象を第２子以降の子どもまで拡
大します。

46
副食費に係る補足給付事業の対象
を第２子以降の子どもまで拡大し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯の経済
的負担軽減のための補足給
付事業を行っていきます。

教育長室

健康推進課45
妊婦に対して健康診査を実施していま
す。

①子育て援助活動支
援事業の充実

今後も見込まれる需要の増加に対応する
ため、「子育て支援員研修」を活用した
新規協力者の養成や、「派遣型一時保育
事業」と連携し、相互に会員として登録
できるようにするなど、協力会員の確保
を図ります。

妊婦健康診査

44

引き続き、子育て支援員研
修や派遣型一時保育事業の
事業者と連携し、協力会員
の確保を図ります。

前年度同様に医療機関に委
託して、妊婦健康診査を実
施し、都外医療機関で受診
した妊婦健診の一部助成も
継続します。また、多胎児
妊婦の健診回数拡大も継続
します。

子育て支援員研修や派遣型一時保
育事業の事業者と連携し、139人
の協力会員を登録しました。

令和3年度妊婦健診の受診数は、1
回目2,492回、2回目以降26,625回
でした。

①一時預かり事業の
推進

定員超過により病児・病後児保育を利用
できない区民のニーズに対応するため
に、既存の施設の定員拡大に努めるとと
もに、新規施設の開設に向け、医療機関
に働きかけを行います。

43

（10）
病児・病後児
保育事業

巻末ボックス
表３

ベビーシッター等の派遣による、家庭で
病児・病後児保育を行う場合に利用料の
一部を助成しています。本事業の周知・
利用を進めるなど、病児・病後児保育の
充実を図ります。

43

①病児・病後児保育
室の定員拡大

引き続き、本事業の周知・
利用を進め、病児・病後児
保育の充実を図ります。

3 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

３　教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保

項番

25

26

27

施策内容 基本方針

項目 計画事業

第３章

計画内容

就学前人口の今後の動向や各年度
の幼稚園、保育園等の入園申込み
状況等を含めた今後の需要見込み
を精査した上で、整備地域や定員
設定について慎重に見極めながら
検討を進めています。

当初
計画
どお
り

引き続き、就学前人口の今
後の動向や今後の需要見込
み等を精査した上で、整備
地域や定員設定について慎
重に見極めながら検討を進
めます。

保育政策課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

（1）
教育・保育の
一体的提供

①認定こども園の必
要性や今後の方向性
についての検討【再
掲】

区立芝浦アイランドこども園の運営状況
や区民ニーズ等を踏まえながら、教育委
員会とも連携し、認定こども園の必要性
や今後の方向性について検討します。

47

幼稚園は幼稚園指導要録の写し、
保育園は保育園児童保育要録の写
しを小学校へ送付し情報提供を行
いました。また、必要に応じて就
学支援シート等を活用するなど、
各関係諸機関との情報共有を行い
ました。コロナ禍にあっても、手
紙や映像のやり取り、オンライン
の活用等、方法を工夫して交流・
連携を推進しました。

当初
計画
どお
り

②保幼小合同研修会
等の充実

幼児期の教育から小学校教育への円滑な
接続に向け、小学校の学区域毎の保幼小
合同研修会や幼児教育研修会を開催しま
す。互いの指導の内容や方法を学び合う
ことにより、幼児期の教育の質の向上及
び、保育園、幼稚園、小学校が連携した
就学前教育の取組をさらに推進します。

48

小学校の学区域毎の保幼小合同研
修会や幼児教育研修会を開催し、
幼児期の教育と小学校教育の指導
内容や方法を学び合い、「幼児期
の終わりまでに育ってほしい姿」
を手掛かりに幼児・児童理解を深
め、幼児期の教育及び小学校入門
期の教育の質の向上を図りまし
た。

(2)
教育・保育の
推進体制

①保育園、幼稚園、
小学校での交流・連
携

子どもの育ちを支えるための情報を保育
園、幼稚園から就学先となる小学校へ提
供する等、相互理解を深めるために、保
育園、幼稚園、小学校での交流・連携を
強化します。

48

幼稚園指導要録の写し、保
育園児童保育要録の写しを
小学校へ送付し情報提供を
行います。また、必要に応
じて就学支援シート等を活
用するなど、各関係諸機関
との情報共有を行います。
幼児・児童の交流活動や、
保育・授業の参観、情報交
換会などを工夫して実施
し、交流・連携の強化を図
ります。

教育人事企画
課
保育課

当初
計画
どお
り

小学校の学区域毎の保幼小
合同研修会や幼児教育研修
会を開催し、引き続き、幼
児期の教育及び小学校入門
期教育の質の向上と、保育
園・幼稚園・小学校の連携
の充実を図ります。

教育人事企画
課
保育課

4 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番

28

29

30

31

32

33

34

35

（２）
教育・保育等
の質の確保

Ｒ４年度の実施予定

引き続き、部会を開催し、
保育所の設置認可、里親の
登録の更新、子どもの権利
擁護などについて、調査審
議します。

引き続き、広報等を通じて
子育て支援員研修の案内を
実施し、地域における子ど
も・子育て支援者の育成を
図ります。

引き続き、状況に応じた方
法での研修を実施し、保育
士等の資質の向上に努めま
す。
また、区内の保育施設に対
して、引き続き保育内容の
指導、助言、相談等を行い
ます。

給食を通じた食育を推進し
ていけるよう、区内保育施
設の給食担当者に対し、年1
回の研修や適宜巡回を通し
て支援します。

引き続き、認可保育施設等
に対し、基準に基づく運営
の確保に係る指導等を行
い、保育の質の向上に努め
ます。

引き続き、保育士等キャリ
アアップ補助事業や保育士
等宿舎借り上げ支援事業の
実施により、私立認可保育
園や認証保育所などにおけ
る事業者による保育従事職
員の賃金改善や処遇改善の
取組を支援します。

引き続き、園庭のない私立
認可保育園などに対し、区
立保育園、区立幼稚園、ス
ポーツセンターなどの区有
施設を活用してプール遊
び、外遊びの場所や運動会
の場所を提供します。

50

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大を防止するため、プール遊
び、外遊びの場所の提供は大きく
制限されましたが、可能な範囲で
提供しました。

50

⑥保育施設における
外遊びの支援

園庭のない私立認可保育園などに対し、
区立保育園、区立幼稚園、スポーツセン
ターなどの区有施設を活用してプール遊
び、外遊びの場所や運動会の場所を提供
するほか、国公有地の取得などにより代
替園庭としても利用可能な公園等を確保
するなど、保育環境の充実に向け支援し
ます。

⑤保育従事職員の確
保・定着の支援

50

当初
計画
どお
り

項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課

私立認可保育園などにおける保育人材の
確保・定着、並びに保育サービスの質の
向上を図るため、事業者の行う保育従事
職員の賃金改善や宿舎借り上げなどの処
遇改善の取組を支援します。

②地域における子ど
も・子育て支援者の
育成

一時預かり事業や子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・センター事
業）、派遣型一時保育事業等、区の子ど
も・子育て支援事業の従事者を育成する
「子育て支援員研修」を実施し、地域に
おいて多世代が子どもと子育てを支援す
る文化を醸成します。

子どもが集団の中で楽しく食事をするこ
とで、食事の大切さを知り、望ましい食
習慣を身につけ、健康な生活を送れるよ
うに、食育を一層推進します。また、食
物アレルギーや宗教食に対する基礎知識
や対応についても研修等を通して充実を
図ります。

①（仮称）港区児童
福祉審議会の設置
【新規事業】

令和3（2021）年4 月に児童福祉審議会を
設置し、区が認可保育園の設置認可や事
業停止命令、認可外保育施設に対する事
業停止命令、里親の適格性の認定、虐待
等を理由とする児童の施設の措置等（保
護者の同意を得られない場合）などを行
う際に、児童福祉、法律、医療、建築等
の多岐にわたる専門的な見地から意見を
伺うとともに、重大な児童虐待が発生し
た際の事例を検証します。

当初
計画
どお
り

②乳幼児期にふさわ
しい心身の発達を促
す保育の推進

保育所の環境を通して、養護と教育を一
体的に提供し、乳幼児期にふさわしい心
身の発達を促す保育を推進するために、
研修や公開保育等を実施し、保育士等の
専門性を高め資質の向上を図ります。ま
た、保育指導員による巡回を通して保育
内容の指導、助言、相談を行う等、保育
園の運営を支援します。

49

令和3年4月に児童福祉審議会を設
置しました。本会1回、保育部会4
回、里親・子どもの権利擁護部会
8回、虐待死亡事例等検証部会2回
の合計15回開催し、審議しまし
た。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和４年２月に区内保育施設の給
食担当者を対象に研修を実施しま
した。参加施設５７施設、参加者
６７名。

49

子ども家庭
課

子ども家庭
支援セン
ター

④指導検査・訪問指
導などによる保育の
質の向上

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

保育政策課
保育課

保育課

保育政策課

保育課

③給食を通じた食育
の推進

子育て支援員研修を年２回実施
し、42人が子育て支援員研修を修
了しました。

50

当初
計画
どお
り

計画内容

認可保育施設に加え、幼児教育・保育の
無償化に伴い新たに子育てのための施設
等利用給付の対象となった認可外の保育
施設等に対し、基準に基づく運営を遵守
しているかを確認し、必要な指導・監督
を行うなど区内保育施設の保育の質の確
保と保育水準の向上を図ります。

50

認可保育施設や認可外保育施設等
の計９７施設に対し、基準に基づ
く運営を順守しているかを確認
し、必要な指導等を行いました。

当初
計画
どお
り

保育士等キャリアアップ補助事業
や保育士等宿舎借り上げ支援事業
の実施により、私立認可保育園や
認証保育所などにおける事業者に
よる保育従事職員の賃金改善や処
遇改善の取組を支援しました。

当初
計画
どお
り

（１）
子ども・子育
て支援体制の
強化に向けた
環境整備

①保育士の業務負担
軽減の推進【新規事
業】

日常の保育のほか、園児の登降園の管
理、指導計画の作成など多種多様な業務
を行っている保育士の業務負担を軽減す
るため、保育園におけるＩＣＴ化や保育
体制の強化を推進します。

50

私立認可保育園及び認証保育所に
対して、保育業務支援システムの
導入を支援しました。
また、私立認可保育園及び認証保
育所に対して、保育に係る周辺業
務を行う保育支援者の活用を支援
しました。

当初
計画
どお
り

新たに開設する私立認可保
育園等における保育業務支
援システムの導入を支援す
るとともに、保育に係る周
辺業務を行う保育支援者の
活用を支援します。

保育課

保育課

コロナ禍においても、感染状況に
応じて、リモート研修等の手法も
活用しながら研修等を実施し、保
育士等の資質の向上に努めまし
た。
また、保育指導員による延べ942
回の巡回を通して、区内の保育施
設に対し、保育内容の指導、助言
等を行いました。

5 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番 Ｒ４年度の実施予定項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

計画内容

36

37

38

39

40

41

42

（３）
就学児童の居
場所づくりに
おける質の確
保

引き続き、私立認可保育園
等に対して防災備蓄物資の
整備を支援するとともに、
指導検査・訪問指導を通じ
た避難訓練の実施を推進し
ます。各地区総合支所など
と連携しキッズ・ゾーンを
運用・管理するとともに、
園外活動時における安全体
制の強化を支援します。

各園の環境に応じて、様々な想定
のもと、関係機関と連携して防
災・防犯訓練を実施するととも
に、安全対策を推進しました。

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、放課ＧＯ→を中
止し、代替事業として、緊急児童
居場所づくり事業を実施しまし
た。緊急児童居場所づくり事業で
は、保護者が就労のため自宅で過
ごすことが困難で、学童クラブの
利用承認を受けていない児童を対
象に、適切な学習、スポーツ、遊
びを行える安全・安心な居場所を
提供しました。また、放課ＧＯ→
学童クラブでは、4月１日時点で
854人の児童が登録し、適切な遊
び及び安全・安心に過ごすことの
できる生活の場を提供しました。

②区立小学校を活用
した放課後の居場所
づくり（放課ＧＯ
→）の推進

就学前の子どものいる子育て家庭の保育
料負担の軽減を図り、２人目以降の子ど
もを望む家庭が子育てしやすい環境を整
備することで、港区から少子化対策を一
層推進するため、最年長の子どもを第１
子とし、第２子以降の保育園保育料を無
料とします。また、３歳児クラス以上の
給食費についても、同様とします。

51

区立小学校内で安全・安心に活動できる
放課後の居場所づくり（放課ＧＯ→）を
推進します。また、学童クラブ事業に対
応できる専用室の確保など、条件が整っ
た小学校には、学童クラブ事業を加えた
放課ＧＯ→クラブの実施を検討します。

52

教育長室
学務課

保育課

教育長室
学務課

教育長室
教育人事企
画課

子ども家庭
課

子ども家庭
課

当初
計画
どお
り

引き続き公私立幼稚園が連
携して教員の資質向上に取
り組むとともに、私立幼稚
園の運営を支援します。

引き続き、各学童クラブか
ら放課後児童支援員認定資
格研修の受講者を募り、受
講を促します。
面談や保護者会など、オン
ラインでの対応施設の拡大
を進めます。

令和４年度からは、緊急児
童居場所づくり事業を中止
し、放課ＧＯ→を再開しま
す。引き続き、感染症対策
を講じ、児童が遊び、ス
ポーツや工作等の活動をし
ながら放課後の時間を過ご
せるように事業を実施しま
す。

当初
計画
どお
り

公私立幼稚園が連携して企画した
幼児教育研修会を年２回実施し、
教員の資質向上を図りました。
特別支援アドバイザーや幼稚園カ
ウンセラーの派遣、運営経費の補
助により私立幼稚園の運営を支援
しました。
私立幼稚園の入園料に対する補助
上限を前年度から１万円引き上げ
３万円とするなど、保育料の補助
とあわせて保護者負担の軽減を図
りました。

引き続き教員への防災講習
や幼児への防災教育の実
施、防災訓練等を通じて、
区立幼稚園の災害等対応能
力の向上を図ります。

第２子以降の保育料等無料
を継続します。

私立幼稚園保育料及び区立幼稚園
の子育てサポート保育料（年間利
用）に関わる多子世帯への負担軽
減について、年齢に関わらず最年
長の子どもを第１子とし、第２子
以降の負担軽減を実施しました
（令和２年度から実施）。

当初
計画
どお
り

⑪私立幼稚園への支
援及び連携の充実

①学童クラブ事業の
質の向上

「港区放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例」で定
める職員数以上の有資格者（放課後児童
支援員）を全学童クラブに配置するとと
もに、先進的なプログラムを積極的に取
り入れるなど学童クラブ事業の質の向上
を図ります。

52

51

一部
未実
施

⑧幼稚園における安
全確保の推進

各幼稚園において、マニュアルを活用し
た防災訓練や防犯訓練を定期的に実施す
るなど、自然災害対策や防犯対策の強
化、充実を図るとともに、警察などの関
係機関と連携し、登降園時等における安
全対策を推進します。また、私立幼稚園
に対して、防犯カメラ設置などに係る経
費を補助することで、私立幼稚園の安全
対策を支援します。

51

幼児教育充実のため、公私立幼稚園等が
企画段階から連携して研修会を実施する
など、教育職員の資質向上に向けた連携
を行うとともに、特別支援アドバイザー
や幼稚園カウンセラーの派遣、運営経費
に対する補助金の交付等により、私立幼
稚園の運営を支援します。また、保護者
の負担軽減と公私較差の解消を図るた
め、引き続き保育料及び入園料に対する
補助金を交付します。

⑦保育施設における
安全確保の推進

災害発生時に児童施設を利用している児
童・保護者の安全を確保し、災害の種類
や程度に応じて的確に対応できるよう避
難訓練を実施するとともに、施設の防災
備蓄物資の整備を推進するなど、施設の
災害対応能力の向上を図ります。また、
園外活動時の安全確保を推進するため、
警察などの関係機関と連携しキッズゾー
ン等の安全対策に取り組むとともに、園
外活動時における安全体制の強化を支援
します。

⑨保育園保育料等の
第２子以降無料の拡
充

51

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和２年４月から、最年長の子ど
もの年齢にかかわらず、２人目以
降の子どもの保育料及び給食費を
無料としました。

⑩幼稚園保育料等の
多子世帯への負担軽
減の拡充

多子世帯の経済的な負担を軽減すること
で、子育てしやすい環境の整備を一層推
進するため、私立幼稚園保育料や区立幼
稚園の子育てサポート保育料（年間利
用）等に対し実施している多子世帯への
負担軽減について、これまで小学校３年
生までの兄や姉からとしていた子どもの
数え方を見直し、年齢にかかわらず最年
長の子どもを第１子とし、第２子以降の
負担軽減を実施します。

51

保育課

当初
計画
どお
り

各学童クラブの職員に対し、東京
都で実施をしている放課後児童支
援員認定資格研修の積極的な受講
を呼びかけ、放課後児童支援員の
確保に努めました。
感染拡大防止対策について、適
宜、各学童クラブに対し周知、指
導を行いました。
施設に来所しなくても、入会面談
や保護者会に参加できるようにオ
ンラインでの開催も行いました。

私立認可保育園等に対して防災備
蓄物資の整備を支援するととも
に、指導検査・訪問指導を通じて
避難訓練の実施を推進しました。
また、警察などの関係機関と連携
し、区内25箇所にキッズ・ゾーン
を設定するとともに、園外活動時
における安全体制の強化を支援し
ました。

引き続き、多子世帯への経
済的な負担軽減を実施しま
す。

6 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番 Ｒ４年度の実施予定項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

計画内容

43

44

45

46

47

子ども家庭
課

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、各施設の施設状
況に応じ、事前予約制や定員設定
を行うことで、子どもたちが安
全・安心に遊べるようにしまし
た。また、行事やイベント等につ
いても、各施設の工夫の上、感染
症対策を講じながら実施し、地域
における子ども・子育て支援の拠
点としての場を提供しました。

引き続き、感染症対策を講
じながら各施設の施設状況
及び利用状況に応じた行事
やイベント等を行い、地域
における子ども・子育て支
援の拠点としての場を提供
します。

③地域における児童
の健全育成機能の強
化

子ども中高生プラザ、児童館等は、幼児
期から中高生に至るまで長期にわたる児
童の健全な成長を見守るとともに、乳幼
児を持つ保護者への子育て支援など、地
域における子ども・子育て支援の拠点と
して機能強化を図ります。

52

派遣型一時保育及び一時預
かり事業においては、引き
続き２人目以降の利用料金
を無償とします。また、産
前産後家事・育児支援サー
ビスでは、多胎妊娠家庭の
利用料金を減額します。出
産費用助成及びコミュニ
ティバス無料乗車券におい
ては引き続き拡大した内容
で支援を行っていきます。
引き続き、派遣型一時保育
及び一時預かり事業におい
て、多胎児の２人目以降の
利用料金を無償とし、産前
産後家事・育児支援事業で
は、多胎妊娠家庭の利用料
金を減額します。

（４）
子育て家庭へ
の支援

②多胎児の子育て家
庭に対する支援の充
実

双子、三つ子など多胎児の子育て家庭に
対し、出産費用助成の増額、港区コミュ
ニティバス無料乗車券の追加交付、派遣
型一時保育・一時預かり事業における２
人目以降の利用料金の無償化など支援を
充実します。

52

令和２年４月から、派遣型一時保
育及び一時預かり事業において２
人目以降の利用料金を無償とする
制度を開始しました。出産費用助
成においては、限度額に対する加
算額を、多胎の場合子どものうち
一人を除いた子ども一人につき40
万円に増額しました。コミュニ
ティバス無料乗車券については、
多胎児産婦は子の数に応じた枚数
を発行するよう事業を拡大しまし
た。
派遣型一時保育及び一時預かり事
業において、多胎児の２人目以降
の利用料金を無償としました。ま
た、産前産後家事・育児支援サー
ビスでは、多胎妊娠家庭の利用料
金を減額します。

当初
計画
どお
り

子ども家庭
課
子ども家庭
支援セン
ター

③保育園における在
宅子育て家庭向け事
業の推進

在宅子育て家庭の親子を対象に、育児不
安の解消を図るために、育児相談を受
け、子育ての情報を提供するとともに、
「園庭開放」、「保育園であそぼう」な
どの事業を実施します。

52

園での感染者の状況により開催で
きない日もありましたが、定員を
設け感染拡大防止策を講じて実施
しました。育児相談や遊ぶ場の提
供を行い、在宅子育て家庭の育児
不安の解消を図るための支援を行
いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、在宅子育て家庭
の親子を対象に、育児不安
の解消を図るために、育児
相談を受け、子育ての情報
を提供するとともに、「園
庭開放」、「保育園であそ
ぼう」などの事業を実施し
ます。

保育課

①子育て家庭に対す
る支援

妊産婦の社会参加及び子育て支援を目的
として交付している港区コミュニティバ
ス無料乗車券の利用範囲を家族（子ども
の父、祖父母、兄弟）まで拡大し、子育
て家庭の外出支援を強化します

52

港区コミュニティバス無料乗車券
の利用範囲を家族（子どもの父、
祖父、兄弟）まで拡大し、子育て
家庭の外出支援を強化しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、妊産婦の社会参
加及び子育て支援を目的と
し、拡大した利用範囲で港
区コミュニティバス無料乗
車券を交付します。

子ども家庭
課

④幼稚園における子
育て支援事業の充実

幼稚園の運営にあたっては、地域におけ
る幼児期の教育のセンターとして、家庭
で子育てを行っている未就園児の保護者
に対し、園庭の開放や子育ての相談、幼
稚園に関する情報の発信、親子で在園児
と交流できる場の提供など、積極的に地
域の子育てを支援していきます。

52

令和３年度は各幼稚園で「未就園
児の会」を合計160回実施しまし
た。新型コロナウイルスの感染拡
大の影響もありましたが、各園に
おいて感染防止に努めながら、事
業を実施することができました。

当初
計画
どお
り

令和３年度も継続して「未
就園児の会」運営に補助員
を導入します。
また、「未就園児の会」を
通して、親子で在園児と交
流できる場の提供など、積
極的に地域の子育てを支援
していきます。

学務課

7 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

５　産後休業及び育児休業後における円滑な事業利用の確保

項番

48

49

産後休業及び
育児休業後に
おける円滑な
事業利用の確
保

②保育施設の１歳児
定員の拡大

保育需要が特に多い１歳児を対象とし
て、新設または開設後間もない私立認可
保育園及び港区保育室の空きクラスを活
用した１歳児の受入れを行い、保育需要
に柔軟に対応します。

54

待機児童が解消され、本事業の利
⽤率が低下していたことや、空き
クラスを確保できる私⽴認可保育
園が減っており、事業を継続する
ことが困難であったことを踏ま
え、令和２年度末をもって事業を
廃止しています。

当初
計画
どお
り

事業廃止 保育課

区立認可保育園（こども園
含む）21園、港区保育室3園
の計24園で育児休業明け入
所予約制度を実施します。

保育課

当初
計画
どお
り

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課
掲載

ぺージ
計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

①育児休業からの復
帰後の入所支援の充
実

育児休業制度を安心して利用できる環境
を整えるために、入所予約制度の定員を
充実するとともに、保育コンシェルジュ
の活用など、情報提供や相談体制を強化
することで、育児休業中の保護者の保育
園選びを支援します。

54

区立認可保育園（こども園含む）
20園、港区保育室9園の計29園で
育児休業明け入所予約制度を実施
しました。

現況（Ｒ４年３月末時点）

8 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番

50

51

52

53

54

55

56

（２）
児童虐待防止
対策等の充実

56

区の児童相談所設置に伴い、児童
福祉司、児童心理司、保健師、医
師、弁護士等多様な専門職が協働
し、児童虐待をはじめとした養護
相談、非行相談、障害相談等、子
どもと家庭のあらゆる相談に対応
しています。子ども家庭支援セン
ターとも緊密に連携しながら、必
要に応じて一時保護、里親委託、
施設入所等も含めた支援を検討
し、迅速できめ細かな支援を行っ
ています。

①児童相談所の設置
による迅速かつきめ
細かな援助の実現
【新規事業】【再
掲】

配偶者からの暴力の相談、
緊急時における安全の確
保、子どもの前でのＤＶな
どに対し、自立生活促進の
ための情報提供や援助な
ど、引き続き、総合的な支
援に取り組んでまいりま
す。

計画内容

要保護児童対策地域協議会の関係機関と
の連携を強化し、要保護児童等の早期発
見や対応力を高めるため、子どもを守る
地域ネットワーク巡回支援事業の実施な
ど、児童虐待対策を推進します。
居住実態が把握できない児童についても
迅速に安全確認を行い、必要に応じて適
切な支援を行います。
また、「港区児童虐待対応マニュアル」
の改訂や関係機関向けの研修の充実など
により、関係機関の支援力の強化を図り
ます。

57

子どもを守る地域ネットワーク巡
回支援事業において、公私立保育
園・幼稚園や公立小中学校、児童
館等147か所を427回訪問し、課題
や不安を抱える家庭の情報を収集
して早期の支援につなげました。
医療機関と連携した保護者支援プ
ログラムについては、個別のＣＡ
ＲＥプログラムや、トラウマイン
フォームドケアに基づく心理面接
等を延べ358回実施し、より専門
性の高い個別対応を継続的に実施
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子どもを守る地
域ネットワーク巡回支援事
業を実施し、要保護児童等
を早期発見し、適切な支援
につなげ、虐待の未然防止
を図ります。
また、子ども家庭支援セン
ターの専門相談体制を強化
するため、医療機関と連携
した保護者支援プログラム
の拡充を行います。より専
門性の高い個別の対応を行
うことで、虐待の重篤化を
防止します。

②区立母子生活支援
施設の設置による母
子保護の推進【新規
事業】

令和３（2021）年４月に開設する区立母
子生活支援施設「メゾン・ド・あじさ
い」では、様々な事情により養育が困難
となった母子を入所させ、保護するとと
もに、生活支援や養育支援など自立を促
進するための事業を実施します。また、
退所者について相談その他の援助を行う
ことで母子の着実な自立を支援します。

56

②ＤＶ被害者支援策
の強化・充実【新規
事業】

ＤＶ被害者の緊急時の一時保護先を確保
するため、ステップハウス等の提供など
の支援活動を行っている民間団体に対し
て、活動資金の一部を補助します。ま
た、男性のＤＶ被害者の一時保護施設を
拡充するとともに、ＤＶ加害者更生プロ
グラムの利用を促進するための助成制度
を実施します。

57

配偶者等からの暴力を受けた被害
者専用のステップハウス等を運営
し、ＤＶ被害者の支援活動を行う
団体に対し、活動に要する経費の
一部を補助しました。また、ＤＶ
加害者の更生を促すため、更生プ
ログラムの実施者に経費の一部を
助成しました

④いじめセーフティ
ネットコミュニティ
事業の推進

「港区いじめ防止基本方針」に基づき、
学校、保護者、地域、関係機関の協力体
制の下、区におけるいじめ防止対策の検
討を行い、いじめの未然防止、早期発
見、早期解決に向けての取組を推進しま
す。

57

令和３年５月19日に港区いじめ問
題対策連絡協議会を、令和３年７
月２日、11月12日、令和４年２月
３日に港区教育委員会いじめ問題
対策会議を開催し、港区のいじめ
の現状から今後のいじめ対策につ
いて協議を行いました。

③子ども家庭支援セ
ンターへの家庭相談
機能の統合による支
援の充実

配偶者暴力相談支援センター機能を有す
る家庭相談機能を、子ども家庭支援セン
ターが実施する相談業務に統合すること
で、子どもの養育に関すること、ひとり
親家庭の支援、夫婦間のＤＶや離婚問題
など、子どもと家庭が直面している様々
な課題に対し、ワンストップで総合的に
支援できる体制を整備します。

56

③要保護児童対策地
域協議会を中心とし
た児童虐待対策等の
推進

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

令和３（2021）年４月に児童相談所を設
置し、児童福祉司、児童心理司、保健
師、医師、弁護士等がチームを組み、児
童虐待などの養護相談、非行相談、障害
相談等の子どもと家庭の問題に対応しま
す。迅速に安全確認、調査、相談を行
い、必要に応じ、一時保護、里親委託、
施設入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携し、子
どもと家庭の状況に応じた切れ目のない
きめ細かな援助を行います。

①児童相談所の設置
による迅速かつきめ
細かな援助の実現
【新規事業】

令和３（2021）年４月に児童相談所を設
置し、児童福祉司、児童心理司、保健
師、医師、弁護士等がチームを組み、児
童虐待などの養護相談、非行相談、障害
相談等の子どもと家庭の問題に対応しま
す。迅速に安全確認、調査、相談を行
い、必要に応じ、一時保護、里親委託、
施設入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携し、子
どもと家庭の状況に応じた切れ目のない
きめ細かな援助を行います。

56

区の児童相談所設置に伴い、児童
福祉司、児童心理司、保健師、医
師、弁護士等多様な専門職が協働
し、児童虐待をはじめとした養護
相談、非行相談、障害相談等、子
どもと家庭のあらゆる相談に対応
しています。子ども家庭支援セン
ターとも緊密に連携しながら、必
要に応じて一時保護、里親委託、
施設入所等も含めた支援を検討
し、迅速できめ細かな支援を行っ
ています。

当初
計画
どお
り

多様な専門性を活かしなが
ら、単なる危機管理的側面
に留まらず、子どもの権利
擁護を中心に据え、子ども
の人権と最善の利益を守る
ことを職責とし、支援機関
とも必要に応じて連携しな
がら、子どもの福祉の実現
を図ります。

児童相談課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定

子ども家庭
支援セン
ター

担当課

（１）
（仮称）港区
子ども家庭総
合支援セン
ターの整備

子ども家庭支援センターの相談業
務と統合したことで、ワンストッ
プで総合的な支援を行いました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和４年５月17日に港区い
じめ問題対策連絡協議会
を、令和４年６月28日、11
月11日、令和５年２月３日
に港区教育委員会いじめ問
題対策会議を開催する予定
です。

多様な専門性を活かしなが
ら、単なる危機管理的側面
に留まらず、子どもの権利
擁護を中心に据え、子ども
の人権と最善の利益を守る
ことを職責とし、支援機関
とも必要に応じて連携しな
がら、子どもの福祉の実現
を図ります。

児童相談課

子ども家庭
支援セン
ター

教育人事企
画課

引き続き、ＤＶ被害者の支
援活動を行う団体に対する
経費の一部補助と、ＤＶ加
害者に対する更生プログラ
ムの経費一部助成を通じ
て、ＤＶ被害者支援策の充
実に取り組みます。

子ども家庭
支援セン
ター

令和３年４月に開設した区立母子
生活支援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事情によ
り養育が困難となった母子を保護
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区立母子生活支
援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事
情により養育が困難となっ
た母子を保護し、自立に向
けた支援に取り組みます。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

9 
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６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番 計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

57

58

59

60

61

（３）
社会的養護体
制の充実

昨年度作成した子どもの権
利条約の子ども向け啓発パ
ンフレット「知っておきた
いじぶんたちの権利のこ
と」を今年度もを作成し、
小中学校、インターナショ
ナルスクールに配布しま
す。また広報みなとに「子
どもの権利条約」の特集記
事を掲載し、広く啓発活動
を行います。
また、公立小学校、中学校
に子どもの権利条約の認知
度調査を実施します。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り

57

57

令和３年４月に子ども家庭総合支
援センターが開設されました。専
門相談ダイヤルの設置や家庭相談
係と迅速な連携を行い相談体制の
充実を図りました。
多様化する相談に適切に対応する
ため、職員の児童福祉司任用資格
の取得、専門研修等の受講等によ
り専門性を高め、人材育成の強化
を図りました。

⑥地域住民に対する
虐待対策啓発活動の
推進

子どもの安全を守るため、地域住民が関
心を持ち、虐待の未然防止や早期発見な
どについて意識が高まるよう、リーフ
レット等の作成・配布、キャンペーン、
講演会などにより、啓発活動を推進しま
す。

⑤子ども家庭支援セ
ンターの相談体制の
充実

⑧要支援家庭等への
支援の充実

養育支援訪問事業の実施のほか、要支援
家庭を対象としたショートステイ事業、
産後要支援母子ショートステイ事業、医
療機関と連携した保護者支援プログラム
等を実施するなど、児童の養育が困難な
要支援家庭等への支援策を充実させるこ
とで、児童虐待の未然防止を図ります。

58

産後要支援母子ショートステイ事
業は、１組の母子を予定したが
キャンセル、要支援家庭を対象と
したショートステイ事業は、１名
の児童が2日利用しました。
医療機関と連携した保護者支援プ
ログラムは、グループ制の保護者
支援プログラムＣＡＲＥを年６回
実施し、専門的スキルのある心理
士が個別のＣＡＲＥプログラムを
232回、トラウマインフォームド
ケアに基づく心理面接等を延べ
126回実施しました。

⑦子どもの権利条約
の啓発

「子どもの権利条約」で定めている、
「生きる権利」、「育つ権利」、「守ら
れる権利」、「参加する権利」につい
て、啓発活動を実施し、様々な機会を通
して、子ども自身が自らの権利を自覚で
きるよう促します。
また、保育園や子ども中高生プラザ・児
童館等の子どもの施設において、「全て
の子どもが権利の主体である」ことを意
識して子どもと接するよう、施設で従事
する全ての職員の意識啓発を推進しま
す。
子ども中高生プラザ、児童館、教育セン
ター、子ども家庭支援センター等におい
て、子どもが安心して相談できる体制を
充実するとともに、子ども自身が悩みや
心配事などを24時間相談できる「みなと
子ども相談ねっと」等の子ども自らが相
談できる相談先や方法を周知します。ま
た、必要に応じ臨床心理士などを派遣し
ます。

57

「子どもの権利条約について」子
ども向け啓発パンフレットを作成
し、小中学校、インターナショナ
ルスクールに配布するとともに、
広報みなと11月11日号に「子ども
の権利条約」の特集記事を掲載
し、広く啓発活動を行いました。

子どもと子育てに関するあらゆる相談に
対応するため、保護者向けの「子育て相
談ねっと」の実施等専門相談体制を強化
します。令和３（2021）年４月に開設予
定の（仮称）港区子ども家庭総合支援セ
ンターに併設する児童相談所や母子生活
支援施設と連携して相談業務を行いま
す。
多様化する相談に適切に対応するため、
職員の児童福祉司任用資格の取得、専門
研修等の受講等により専門性を高め、人
材育成の強化を図ります。

①里親登録の拡大と
支援の充実による家
庭養護の推進【新規
事業】

里親制度の効果的な周知や広報活動を実
施し、里親登録の拡大に努めます。ま
た、里親が安定した養育ができるよう相
談支援体制を整備し、社会的養護が必要
な子どもたちへの里親委託を推進しま
す。

58

パネル展や説明会等で里親制度の
周知活動を計画的に行うことで、
区民の関心が高まりました。
養育家庭については、委託に向け
て交流を実施しました。特別養子
縁組については２件成立しまし
た。

当初
計画
どお
り

里親登録の拡大を継続的に
行います。社会的養護にお
いての理解を深め養育家庭
への委託を推進していきま
す。委託を推進するにあた
り相談支援体制をより充実
させていきます。

児童相談課

当初
計画
どお
り

区民向け児童虐待防止啓発のリー
フレット「ひとりで抱え込まない
で」（英語版）と、オレンジリボ
ンシールを作成しました。また、
オレンジリボンハートアートと障
害児・障害者の絵画展示を行いま
した。

当初
計画
どお
り

リーフレットの作成や広報
みなとへの掲載、児童虐待
防止月間に合わせたイベン
トの実施等により、虐待の
未然防止や早期発見に関す
る意識を高めます。

子ども家庭
支援セン
ター

児童相談所及び、家庭相談
担当、子ども家庭サービス
係と連携し適切な支援につ
なげます。多様化する相談
に適切に対応するため、引
き続き専門相談ダイヤルや
相談ねっと等専門相談体制
の強化をします。職員の児
童福祉司任用資格の取得、
専門研修等の受講等により
専門性を高め、人材育成の
強化を図ります。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り

医療機関と連携し、要支援
母子に対して、ショートス
テイ事業を実施します。
また、子どもへのかかわり
方に悩んでいる保護者に対
して、グループや個別のＣ
ＡＲＥプログラム、トラウ
マインフォームドケアに基
づく心理面接を実施しま
す。個別対応が必要な保護
者や保護者自身が虐待を受
けてきた等で病理が重い
ケースに対して、専門的ス
キルのある心理士が、より
専門性の高い個別対応を継
続的に実施します。

子ども家庭
支援セン
ター

10 
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項番 計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

62

63

64

65

66

67

68

（５）
障害児施策の
充実

①医療的ケア児・重
症心身障害児の放課
後対策の充実【新規
事業】

医療的ケア児・重症心身障害児の放課後
や長期休業中に、個々の児童の状況に応
じた発達支援を行うために、区立障害保
健福祉センター内のスペースを活用し
て、新たに放課後等デイサービスを実施
し、身体を使った遊びや創作活動等を行
い、安全・安心な活動拠点の充実を図り
ます。

59

令和３年４月から、定員を20名に
拡大し、医療的ケア児・重症心身
障害児を対象とした放課後等デイ
サービス事業を障害保健福祉セン
ター内にて実施しました。また、
学校の長期休業期間について、希
望する方に対して利用時間を午後
４時から午後６時までに延長しま
した。
利用定員：２０名

（４）
ひとり親家庭
支援の充実

58

区の児童相談所設置に伴い、職員
が施設や里親に訪問する機会が増
え、より子どもたちの声を聞き取
ることができるようになりまし
た。またNPOの職員がアドボケイ
ト（第三者による児童の意見聴
取）として、児童養護施設と里親
に措置、委託されている子どもを
訪問し意見の聞き取りを行いまし
た。

当初
計画
どお
り

家族再統合の形は様々です
が、子ども・家族のあり方
に合わせて必要な支援につ
ながるよう、支援体制の構
築及び、地域社会資源の開
拓を行います。

児童相談課
⑥施設退所後等の自
立を支援【新規事
業】

④区立母子生活支援
施設の設置による母
子保護の推進【新規
事業】【再掲】

令和３（2021）年４月に開設する区立母
子生活支援施設「メゾン・ド・あじさ
い」では、様々な事情により養育が困難
となった母子を入所させ、保護するとと
もに、生活支援や養育支援など自立を促
進するための事業を実施します。また、
退所者について相談その他の援助を行う
ことで母子の着実な自立を支援します。

②児童のニーズに応
じた社会的養護の充
実【新規事業】

乳児院、児童養護施設等の社会的養護の
施設への措置や里親への委託に当たって
は、東京都や特別区児童相談所と広域で
連携し、調整を図りながら、一人ひとり
の児童のニーズに応じた支援を行いま
す。また、社会的養護の施設や里親等で
暮らす子どもたちの権利が擁護され安心
して生活できるよう支援を行います。

子ども家庭
課
児童相談課

児童養護施設や里親のもとで生活する児
童の自立について、地域の中で孤立する
ことなく安心して生活することができる
よう、関係機関が連携し、安心して相談
できる機関と場所を設けるなど支援体制
を整えます。

区内の乳児院、母子生活支援施設等の適
正な運営を確保するため、設置認可等の
手続を適正に行うとともに、指導・監督
等を徹底します。また、区内における児
童養護施設、自立援助ホーム等の施設の
必要性について調査、検討を行います。

当初
計画
どお
り

活動時間終了時刻を年間を
通じて午後６時までに拡大
し、医療的ケア児・重症心
身障害児を対象とした放課
後等デイサービス事業を実
施します。

障害者福祉
課

①ひとり親家庭の生
活支援及び経済的支
援の充実【新規事
業】

離婚時に取り決めた養育費の確実な履行
を支援し、子どもの経済的生活が安定す
るよう支援します。また、子どもの心理
的安定に配慮した面会交流の機会確保を
支援します。

59

離婚を考えている親等を対象に、
養育費保証利用助成の案内や裁判
外紛争解決手続の利用料の一部を
助成しました。また、面会交流の
機会づくりを支援するため、面会
交流コーディネート事業を実施し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、養育費保証利用
助成、裁判外紛争解決手続
利用助成、面会交流コー
ディネート事業を通じて、
離婚後の子どもの経済的心
理的安定を支援します。

子ども家庭
支援セン
ター

59

施設退所児童のニーズに合わせ
て、弁護士相談の活用、未成年後
見制度の活用などの法的サポー
ト、障害者福祉、各種相談機関へ
スムーズにつなぐ等、区の児童相
談所の強みを活かし、地域生活の
中で、子どもが孤立しないような
しくみ作りを行いました。

当初
計画
どお
り

児童が退所後に相談できる
場所づくりについては、児
童それぞれのニーズが違う
ため、その効果と効率性を
引き続き検討していきま
す。

⑤社会的養護の施設
の適正な運営の確保
【新規事業】

58

入所当初から家庭復帰に向けたプ
ログラムを作成し、保護者と共有
しました。家庭支援専門員とも協
働し、地域とのつながり作りを行
いました。

58

当初
計画
どお
り

子ども家庭
支援セン

ター

児童相談課

指導検査を重点的かつ効果的に行
うため、指導検査基準及び指導検
査実施方針を策定しました。
また、東京都及び他の児童相談所
設置区と入所枠を共有する協定を
締結し、東京都全体で児童福祉施
設等の必要数を確保するととも
に、区における家庭養育を推進す
るため、里親制度の周知活動を積
極的に行うことで社会的養育の充
実に向けて取り組みました。

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症
の感染状況等を踏まえ、指
導検査の実施について検討
します。
また、社会的養護の充実の
ため、区における家庭養育
を更に推進し、引き続き里
親登録の拡大等の取組を積
極的に行います。

③家族再統合に向け
た支援の充実【新規
事業】

様々な事情で施設や里親のもとで生活す
る子どもたちが早期に家庭復帰できるよ
う児童と家庭への援助を行うとともに、
地域ぐるみでの支援体制を構築します。

児童相談課

当初
計画
どお
り

アドボケイトを充実させ、
聞き取った子どもたちの声
に対するフィードバックや
対応をより充実させていき
ます。

58

令和３年４月に開設した区立母子
生活支援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事情によ
り養育が困難となった母子を保護
しました。

引き続き、区立母子生活支
援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事
情により養育が困難となっ
た母子を保護し、自立に向
けた支援に取り組みます。

11 
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６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番 計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

69

70

71

72

73

74

②障害児保育の充実

医師や臨床心理士などの専門家による巡
回指導や保育士研修を定期的に実施しま
す。また、必要に応じて、児童発達支援
センターや医療機関等の専門機関からの
助言を受けるなど、療育部門等の関係機
関との連携を図るとともに、児童の状況
に応じて支援に必要な職員を配置するな
ど、障害児保育の充実を推進します。
区立元麻布保育園では、医療的ケアが必
要な児童や障害のある児童の専用のクラ
スを設置し、集団保育を行います。

59

医師、臨床心理士、ST,OTによる
巡回指導を計画的に実施しまし
た。医療機関、療育などの関係機
関との連携、障害児保育充実のた
めの協議会を毎月実施しました。
元麻布保育園医ケア児・障害児ク
ラスでの集団保育も実施し、１３
名が在籍していました。

区立児童発達支援センター障害児
通所支援事業（児童発達支援、放
課後等デイサービス、居宅訪問型
児童発達支援、保育所等訪問支
援）を実施しました。

児童発達支援事業１日定員：82名
放課後等デイサービス事業１日定
員：10名

④障害のある子ども
が児童館等で快適に
過ごせる体制の整備

障害のある児童が地域の中でいきいきと
過ごせるよう、子ども中高生プラザ、児
童館等のバリアフリー化を図るととも
に、児童の状況に応じて支援に必要な職
員を配置するなど、障害の有無にかかわ
らず快適に過ごせる体制を整備します。
また、障害のある児童に適切な支援を行
えるよう、医師・カウンセラーによる巡
回指導を充実するとともに、職員研修を
実施します。

60

新型コロナウイルス感染症の影響
により規模を縮小しての実施とな
りましたが、医師やカウンセラー
による巡回指導を行い、障害のあ
る子どもが児童館等で快適に過ご
せる体制を整えました。

当初
計画
どお
り

医師やカウンセラーによる
巡回指導を行い、指導員の
専門知識の向上を図りま
す。また、適切に職員の配
置をし、障害のある児童が
地域の中でいきいきと過ご
せる体制を整えます。

子ども家庭
課

当初
計画
どお
り

専門家による保育園の巡回
指導を私立園にも広げ、公
私立の区別なく障害児保育
に充実をはかります。
また、障害児が適切な支援
を受けられるように、加配
や保育内容についての協議
会を実施します。

保育課

⑤児童発達支援セン
ターにおける支援体
制の充実

令和２（2020）年４月に開設した区立児
童発達支援センターでは、就学前の児童
を対象として、児童発達支援センターへ
通う日々通所の定員を拡充するととも
に、保育園との併用通所や、外出が難し
い児童に対し居宅に訪問して療育を実施
します。学齢児に対しては、放課後等デ
イサービスを行うなど、障害児の個別の
発達段階や特性に応じた効果的な療育の
充実を図ります。

60

当初
計画
どお
り

引き続き、昨年度と同じ定
員数で区立児童発達支援セ
ンター障害児通所支援事業
を実施します。

児童発達支援事業１日定
員：82名
放課後等デイサービス事業
１日定員：10名

障害者福祉
課

③幼稚園における特
別支援教育の充実

特別な配慮を必要とする幼児に対して、
専門的知識・技能を有する特別支援アド
バイザーが公私立幼稚園を訪問し、幼児
の観察等を通して、教員、保護者への指
導・助言を行います。また、区立幼稚園
における介助員の配置や障害児を受け入
れる私立幼稚園に対する経費の補助を行
うことで、幼児一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた教育環境・内容・方法の充実
を図ります。

60

区立幼稚園各園には、特別支援ア
ドバイザーが年間５回訪問または
リモート相談を行い、教員、保護
者への指導・助言を行いました。
また、介助員を計９１名配置しま
した。

当初
計画
どお
り

区立幼稚園には引き続き、
特別支援アドバイザーが年
間５回訪問し、教員、保護
者への指導助言を行いま
す。介助員については、業
務委託によって専門性の高
い人材を安定的に配置し、
幼児一人ひとりの教育的
ニーズに応じた教育環境・
内容・方法のさらなる充実
を図ります。

教育長室
学務課
教育人事企
画課

⑥総合的な相談支援
窓口の充実

児童発達支援センターでは、地域療育の
中核施設として、保護者からの児童の成
長発達に関する相談を受けるとともに、
幼稚園、保育園、学校等の障害児が日常
利用している施設や、保健所、子ども家
庭支援センター等の関係機関の相互の連
絡調整を担い、障害児やその家族が身近
な地域で安心して暮らせるよう支援しま
す。また、成人後も切れ目なくサービス
提供できるよう障害者総合相談支援セン
ター機能と連携し、地域包括ケアシステ
ムの構築を踏まえながら、相談支援体制
を強化します。

60

児童発達支援センターにおいて、
地域療育の中核施設として、総合
相談（児童福祉法のサービス外の
区単独事業として）を実施し、関
係機関と連携し、障害児やその家
族を支援しました。
また、令和３年７月に開催した障
害児通所支援事業所連絡会におい
て、民間事業所の課題に対して助
言を行うとともに、相談支援事業
所連絡会において、相談支援事業
所が支援している事例を共有し、
連携や支援に関する助言を行い、
地域の相談支援の体制強化に寄与
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童発達支援セ
ンターにおいて、地域療育
の中核施設として、総合相
談（児童福祉法のサービス
外の区単独事業として）を
実施し、関係機関と連携
し、障害児やその家族を支
援します。
また、障害者総合相談支援
センターと連携し、相談支
援事業所連絡会において、
相談支援事業所が支援して
いる事例を共有し、連携や
支援に関する助言を行いま
す。

障害者福祉
課

⑦医療的ケア児・重
症心身障害児の日中
活動の場の充実

医療的ケア児・重症心身障害児の日中活
動の場として区立児童発達支援センター
において重症心身障害児通所事業を実施
しています。また、自宅に看護師等を派
遣し、家族に代わり一定期間、医療的ケ
ア及び日常生活上の介護を行い、家族の
介護負担を軽減します。今後も、サービ
ス提供や利用の状況を精査し、区民ニー
ズに合ったサービスとして更なる充実を
図ります。

60

区立児童発達支援センターにおい
て重症心身障害児通所事業を実施
しました。

実利用者数：１名、延利用日数：
130日

当初
計画
どお
り

区立児童発達支援センター
の「重症心身障害児通所事
業」の枠組みとしては令和
３年度末に事業終了としま
したが、肢体不自由児のク
ラスにおいて、重症心身障
害児・医療的ケア児が引き
続き利用できる体制を整備
しています。

障害者福祉
課

12 
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75
⑧特別支援教育の推
進

特別支援学校・特別支援学級・通常の学
級などの就学先を決定するため、区立児
童発達支援センター等と連携し、幼少期
からの就学相談をさらに充実していきま
す。現在、区立小学校に在籍する児童１
人に対し校内で医療的ケアを行うため
に、看護師（臨時職員）を配置していま
す。医療的ケアが必要な幼児・児童・生
徒の通園・通学に関して、看護師の配置
等、その子どもの状況に応じた支援策を
検討します。また、区立小・中学校の特
別支援学級では、児童・生徒一人ひとり
の障害の種類やその程度、発達の状況を
踏まえた、多様な教育を充実していきま
す。さらに、通常の学級に在籍する発達
障害等、特別な支援が必要な児童・生徒
の個別の教育的ニーズに対応するため、
学習支援員の配置や特別支援教室設置の
充実を図ります。また、幼稚園、小・中
学校における特別支援教育コーディネー
ターの資質向上を図るとともに、組織的
に取り組む体制を整備します。

60

就学先に関して、保護者の意向と児
童・生徒の適正就学先が異なる場合
は、児童・生徒が就学先で必要な支
援内容について、専門家や学校と十
分協議し、実行可能な合理的配慮が
行えるようにしました。また、区立
小・中学校の特別支援学級では、都
立青山特別支援学校のセンター的機
能を効果的に活用し、特別支援学級
における指導内容や指導方法の改善
を図りました。
令和３年度から外部委託となった看
護師により、医療的ケアが必要な幼
児・児童・生徒の通園・通学に必要
な支援がこれまで以上に実施できる
ようにしました。さらに、通常の学
級に在籍する発達障害等、特別な支
援が必要な児童・生徒の個別の教育
的ニーズに対応するため、既存の支
援体制に加え、令和３年度に高輪地
区に小学校知的障害特別支援学級を
開設しました。なお、高輪地区に中
学校知的障害特別支援学級、台場地
区に小中学校知的障害特別支援学級
を開設できるよう東京都と協議し、
令和４年度より開設できるようにな
りました。

当初
計画
どお
り

区立小中学校の特別支援教
室の利用や学習支援員の配
置について、東京都の改訂
ガイドラインに則り、児
童・生徒一人ひとりの障害
の種類や程度、発達の状況
に応じ、原則の指導期間に
おいて、効果的かつきめ細
かな教育が実施できるよう
にします。さらに、全ての
地区に設置した特別支援学
級において、質の高い教育
を行うことができるよう、
教員研修の充実や学級間交
流の推進を行います。

教育人事企
画課

13 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

７　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

項番

76

77

78

79

80

81

82

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

（１）
父親の子育て
への参加の推
進 ①父親の子育てへの

参加の環境づくり

父親が孤立することなく育児に参加でき
るよう、父親同士のネットワークづくり
を支援します。また、「父親手帳」に掲
載する情報の充実を図ります。

61

「父親手帳」を子ども家庭支援セ
ンターの窓口や、みなと保健所が
実施する両親学級で配布し、父親
が子育てに参加しやすい環境づく
りに取り組みました。

当初
計画
どお
り

引き続き、「父親手帳」の
窓口配布、みなと保健所の
両親学級での配布を通じ
て、父親の子育て参加の推
進に取り組みます。

子ども家庭
支援セン
ター

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

②育児・介護休業制
度・子の看護休暇の
普及促進

育児・介護休業制度の情報提供を図ると
ともに、男女がともに制度を利用できる
よう、特に男性への育児休業・子の看護
休暇制度の積極的活用に向けて啓発を通
して働きかけます。

61

区内中小企業あてにワーク・ライ
フ・バランス推進企業認定事業募
集パンフレットと仕事と家庭の両
立支援事業リーフレットを送付
し、周知しました。
広報紙への掲載や区ホームページ
で継続的に周知しました。
仕事と家庭の両立支援事業では、
子育て支援奨励金18社、配偶者出
産休暇制度奨励金4社、男性の子
育て支援奨励金10社、男性の介護
支援奨励金2社の計27社に交付し
ました。

当初
計画
どお
り

各種制度の情報提供を図り
ながら、制度活用に向けた
啓発を行います。

総務課

②仕事と家庭の両立
支援事業の実施

中小企業における「仕事と子育て」の両
立支援に加えて、「仕事と介護」が両立
できる職場環境づくりを支援するため、
子育て支援奨励金、配偶者出産休暇制度
奨励金、介護支援奨励金を交付します。
併せて、男性の子育てや介護への参加促
進を支援するため、男性の子育て支援奨
励金、男性の介護支援奨励金を交付しま
す。

62

各種奨励金を交付しました。
子育て支援奨励金18社
配偶者出産休暇制度奨励金4社
男性の子育て支援奨励金10社
男性の介護支援奨励金2社
計34社

当初
計画
どお
り

奨励金の交付を通して、中
小企業における仕事と家庭
の両立を支援します。

認定企業数は、新規認定４社、更
新企業32社、その他認定継続中の
企業25社と合わせて合計61社とな
りました。
事業募集パンフレットを区内中小
企業2,200社に郵送配布するほか
産業振興課主催のワーク・ライ
フ・バランスセミナーにて周知を
図りました。また、広報紙、区
HP、男女平等参画情報誌（オアシ
ス）等でこの事業を広く周知しま
した。
オンライン講座にて、「仕事と介
護-両立支援を考える」、「家庭
におけるジェンダー平等を考える
～子育て・介護を中心に～」を実
施し、
介護と仕事、育児と仕事、それぞ
れの両立を考えるきっかけとなる
講座などを行いました。

当初
計画
どお
り

総務課

①ワーク・ライフ・
バランスの推進

子育て、地域活動、介護、働きやすい職
場環境づくりの各分野でワーク・ライ
フ・バランスの推進に積極的に取り組ん
でいる中小企業を認定します。認定企業
は、区広報紙やホームページ、男女平等
参画情報誌「オアシス」、中小企業向け
情報誌「こうりゅう」、メールマガジン
等で紹介し、ワーク・ライフ・バランス
の取組に積極的な企業であることを広く
ＰＲします。
また、中小企業経営者、人事担当者等に
ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
を推進するとともに、企業の積極的な取
組を支援します。

62

労働関係法令等やワーク・ライ
フ・バランスに関する区の情報を
掲載したワーク・ライフ・バラン
ス特集号を機会を捉えて配付する
とともに、区広報紙やホームペー
ジを活用し、情報発信しました。

当初
計画
どお
り

労働関係法令等やワーク・
ライフ・バランスに関する
制度等について周知しま
す。

総務課

（３）
区職員のワー
ク・ライフ・
バランスの取
組

港区ワーク・ライフ・バランス推
進企業認定証交付式に合わせてシ
ンポジウムを開催し、ロールモデ
ルとなる企業の好事例を取組発表
を通して紹介しました。
区内企業を対象に、多様な人が活
躍できる職場作り「ダイバーシ
ティ＆インクルージョンとコミュ
ニケーション」をテーマに出前講
座を実施しました。

当初
計画
どお
り

港区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業認定証交付式
に合わせてシンポジウムを
開催し、基調講演や企業の
事例共有等、ワーク・ライ
フ・バランスの取組促進に
向けた啓発を行います。
区内企業を対象に女性の活
躍とキャリア形成やワー
ク・ライフ・バランス推進
をテーマとした出前講座を
実施します。

産業振興課
総務課

（２）
事業所への支
援等

③労働関係法等関係
法令、各種制度の周
知

労働基準法、男女雇用機会均等法、育
児・介護休業法、パートタイム労働法な
ど労働者の権利に関わる関係法規、各制
度について、周知を図ります。

62

④企業・事業者向け
講座・講演会の開催

女性のキャリアアップやワーク・ライ
フ・バランスを推進するため、企業や事
業主向けの講座・講演会を、ハローワー
ク等と連携を図りながら効果的に開催し
ます。

62

①港区職員子育て支
援プログラム

職員を雇用する事業主として、港区職員
の子育て支援に関するプログラムに基づ
き、行政側から率先して、仕事と子育て
の両立支援等に向けた取組を推進しま
す。

62

「みなとワークスタイル宣言」を
踏まえ、これまでの全庁一斉消灯
やICTの活用の取組に加え、テレ
ワークや時差出勤制度を拡充する
ことで、通勤等に係る負担軽減を
図り、子育てと仕事を両立しやす
い環境を整えました。また、男性
職員の育児休業等の取得促進を図
りました。

当初
計画
どお
り

引き続きテレワークや時差
出勤制度を推進し、自宅で
の勤務を可能とすること
で、通勤等に係る負担軽減
を図り、男性職員・女性職
員ともに子育てと仕事を両
立しやすい職場環境を整え
ていきます。

人事課

引き続き、区に業者登録の
ある中小企業へのパンフ
レット送付や、区の広報
誌・区ホームページ等で周
知を行うとともに、東京都
中小企業振興公社や東京商
工会議所港支部、産業振興
センター指定管理者等にも
協力を依頼し、これまで以
上に周知を強化します。

産業振興課
総務課

14 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

８　放課後対策の総合的な推進

項番

83

84

85

86

87

88

89

90

令和４年４月に放課ＧＯ→
クラブしばはまを開設しま
す。

子ども家庭
課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

令和４年４月に放課ＧＯ→
しばはまを開設します。ま
た、令和５年度の放課ＧＯ
→あかさかの定員増に向
け、準備を進めます。

子ども家庭
課

（１）学童クラブの
令和６（2024）年度
に達成されるべき目
標事業量【再掲】

施設改善や新規開設により、学童クラブ
定員の確保、充実を図ります。

64

令和２年７月に、放課ＧＯ→クラ
ブたかなわだいが開設しました。
また、令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向け、準
備を進めました。

当初
計画
どお
り

（２）放課ＧＯ→ク
ラブの令和６
（2024）年度に達成
されるべき目標事業
量

学童クラブ事業に対応できる専用室の確
保など条件が整った小学校には、放課Ｇ
Ｏ→と学童クラブ事業を併せた放課ＧＯ
→クラブの実施を検討します。

64
令和４年４月の放課ＧＯ→クラブ
しばはまの開設に向け、準備を進
めました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和４年４月に放課ＧＯ→
しばはまを開設します。
引き続き、放課ＧＯ→クラ
ブ室の確保に取組み、放課
ＧＯ→のクラブ化を検討し
ます。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（３）放課ＧＯ→の
令和６（2024）年度
までの整備計画

専用室の確保など条件が整った小学校に
は、放課ＧＯ→の実施を検討します。

64

令和４年４月の放課ＧＯ→しばは
まの開設に向け、準備を進めまし
た。
条件が整った小学校に対し放課Ｇ
Ｏ→の実施を検討し、令和４年４
月に放課ＧＯ→クラブしばはまを
開設します。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（５）小学校の余裕
教室等の学童クラブ
及び放課ＧＯ→への
活用に関する具体的
な方策

児童が安全・安心に活動できる放課後の
居場所づくりのため、小学校と連携・協
力し、区立小学校内に専用の活動場所と
して放課ＧＯ→室及び放課ＧＯ→クラブ
室を設け、さらには、学校が授業等で使
用していない時間帯は、体育館、校庭、
多目的室等も利用し活動しています。

65

小学校と連携・協力し、区立小学
校内に放課ＧＯ→クラブ室を設置
しました。また、放課後の空き教
室、校庭、体育館等も利用し活動
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、小学校と連携・
協力し、専用室のほか、空
き教室の利用についても調
整していきます。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

令和４年４月から放課ＧＯ
→を再開しています。感染
対策を徹底するため、学童
クラブと放課ＧＯ→それぞ
れの居室で活動しています
が、運営事業者がプログラ
ムなど一体的な運営に配慮
しています。
令和４年４月に放課ＧＯ→
を再開し、学童クラブ事業
との一体的な活動をしてい
きます。

（４）放課ＧＯ→及
び学童クラブの一体
的な、又は連携によ
る実施に関する具体
的な方策

児童の放課後の居場所づくりである放課
ＧＯ→と学童クラブ事業を併せた放課Ｇ
Ｏ→クラブを実施し、放課ＧＯ→と学童
クラブ事業の児童が一体的に活動してい
ます。

65

新型コロナウイルス感染症の影響
により、放課ＧＯ→は休止しまし
た。代替措置として、緊急児童居
場所づくり事業を実施しました。
新型コロナウイルス感染症の影響
により、令和元年３月から令和４
年３月まで放課ＧＯ→は休止しま
した。

一部
未実
施

当初
計画
どお
り

医師やカウンセラーによる
巡回指導を行い、指導員の
専門知識の向上を図りま
す。また、適切に職員の配
置をし、障害のある児童が
地域の中でいきいきと過ご
せる体制を整えます。

子ども家庭
課

（６）学童クラブ及
び放課ＧＯ→の実施
に係る教育委員会と
福祉部局の具体的な
連携に関する方策

子ども・子育て支援に関する庁内の検討
組織である港区子育て支援推進会議等に
おいて、教育委員会事務局、子ども家庭
支援部及び各地区総合支所が連携して学
童クラブ及び放課ＧＯ→の実施校拡大を
検討するとともに、情報交換・共有を行
い、課題解決に取り組んでいます。

65

教育委員会事務局、子ども家庭支
援部、各地区総合支所が連携し、
学童クラブ・放課ＧＯ→実施校拡
大について検討し、令和４年４月
に放課ＧＯ→クラブしばはまを開
設します。

当初
計画
どお
り

継続して実施します。
子ども家庭
課

新・放課後子
ども総合プラ
ンに基づく取
組等

巻末ボックス
表４

（８）地域の実情に
応じた学童クラブの
開所時間の延長に係
る取組

平成27（2015）年度の子ども・子育て新
制度の実施に伴い、学童クラブ事業の平
日の開所時間を午前8時30分から午前8時
に前倒し、午後６時30分から午後７時に
延長しました。

65

平成27年度以降、実施していま
す。
平成27年度からの開所時間
平日：放課後～午後7時
長期休業中の平日：午前8時～午
後7時
土曜日：午前8時～午後5時

当初
計画
どお
り

関係課で放課ＧＯ→のクラ
ブ化について検討し、情報
交換・共有を行い、課題解
決に取り組みます。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（７）特別な配慮を
必要とする児童への
対応に関する方策

障害のある児童が地域の中でいきいきと
過ごせるよう、子ども中高生プラザ、児
童館等のバリアフリー化を図るととも
に、児童の状況に応じて支援に必要な職
員を配置するなど、障害の有無にかかわ
らず快適に過ごせる体制を整備します。
また、障害のある児童に適切な支援を行
えるよう、医師・カウンセラーによる巡
回指導を充実するとともに、職員研修を
実施します。

65

新型コロナウイルス感染症の影響
により規模を縮小しての実施とな
りましたが、医師やカウンセラー
による巡回指導を行い、障害のあ
る子どもが児童館等で快適に過ご
せる体制を整えました。

15 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

項番

91

92

93

94

95

96

97

担当課

整備予定なし

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

引き続き、「冒険遊び場」
を提供していきます。令和4
年度は高輪森の公園164回、
亀塚公園22回、港南三丁目
遊び場24回実施予定です。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

③プレーパークの推
進

子どもが「自分の責任で自由に遊ぶ」こ
とを大切に、のびのびと思い切り遊べる
よう、場所と機会を提供するとともに、
遊びを通して子どもたちの豊かな心身の
発育を支えるため、プレーパーク事業を
推進していきます。

67

道具や廃材、自然素材を使い、自
分の責任で自由に遊ぶ「冒険遊び
場」を提供しました。高輪森の公
園154回、亀塚公園10回、港南三
丁目遊び場24回実施しました。

当初
計画
どお
り

②児童遊園の整備

地域の子どもたちが安全に遊べる身近な
場所、また、地域の大人や高齢者にとっ
ても身近なコミュニティ形成の拠点の一
つとして、安心して集え、和める魅力あ
る児童遊園を整備します。
また、業務・商業系の地域に立地してい
るなど、子どもの遊び空間として隔たり
がある場所では、利用実態を踏まえた施
設整備を検討します。

67

西松つなぐ児童遊園

令和３年度、地域の方々の声を反
映した基本設計に基づき「西町つ
なぐ児童遊園」を新規整備し、12
月27日に供用開始しました。

当初
計画
どお
り

生涯学習ス
ポーツ振興
課

⑤快適な公衆・公園
トイレの整備

公衆トイレや公園トイレを計画的に整備
します。トイレの新設・建替え時には、
高齢者・障害者も安心して使えるバリア
フリー対応の“誰でもトイレ”を設置す
ると共に、子ども連れの方の利用にも配
慮しベビーベッド・ベビーチェアー等を
備え、誰もが安全で快適に利用できるト
イレの整備を進めます。

①公園の整備

公園は区民の休息やレクリエーション、
地域のコミュニケーションの場、子ども
の遊びや環境学習、さらに高齢者の健康
づくりの場、緑の拠点、また、災害時の
地域集合場所や防災活動拠点等、公園に
求められる役割や区民ニーズは年々多様
化してきています。
計画段階から区民参画の手法を取り入
れ、地域特性や区民のライフスタイルに
合わせて既存公園の再整備を進めます。

66

一の橋公園の整備工事

　区民意見を反映したた基本設
計・実施設計に基づき、子どもか
ら高齢者まで安全で快適に公園を
利用できるように、令和３年度か
ら令和４年度まで整備工事を実施
します。今年度は既存施設撤去や
排水施設設置まで実施しました。

当初
計画
どお
り

一の橋公園の整備工事

水景施設や複合遊具等を設
置し、令和４年度のしゅん
工を目指します。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定計画内容

④学校施設開放によ
る子どもの遊び場の
充実

子どもたちを交通事故その他の危険から
守るとともに、健全育成を図ることを目
的として、区立小学校の校庭及び体育館
を、子どもの身近で安全な遊び場として
開放します。

67

区立小学校の校庭及び体育館を、
幼児・児童の身近で安全な遊び場
として開放しました。
参加者数：2,273人
実施回数：134回
新型コロナウイルスによる休止期
間
令和３年４月２５日から令和３年
６月２０日

当初
計画
どお
り

引き続き、遊び場開放事業
が円滑に実施されるよう、
委託事業者と学校と調整を
行います。

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

67

産後ケア事業であるHelloママサ
ロン（生後１～2か月の対象）は
月1回計12回実施し、295組590人
参加しました。
うさちゃんくらぶ（生後２～3か
月対象）は、月2回計24回実施
し、407組814人参加しました。
のんびりサロン（生後３～４か月
の対象）は月１回計12回実施し、
403組790人参加しました。
ママの健康相談（訪問）はママの
健康相談81件実施しました。
妊婦全員面接（プレママ応援事
業）は、1187件の相談を受け、内
134件はオンラインによる面接を
実施しました。また、関係機関と
のネットワーク会議もオンライン
による会議を開催し、切れ目のな
い支援ができるよう連携を図りま
した。
宿泊型ショートステイは5か所の
医療機関と契約し、年間174人の
利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、妊娠中から利用
できるプレママ応援事業か
ら、産後のサロン事業、宿
泊型ショートステイなど、
妊娠期から産後、育児まで
切れ目のない支援ができる
よう、関係機関とのネット
ワーク会議などを活用し支
援を行います。

⑥保育園、幼稚園、
学校への環境学習の
支援

子どもたちは、自然とのふれあいを通し
て命の大切さを理解し、自然や生きもの
を大切にする心を育みます。子どもたち
が、地域の環境資源である公園や水辺、
校庭など身近な場所で生きものを観察
し、ふれあうことにより、生物多様性の
大切さを効果的に学ぶことができる場所
の整備や適切な維持管理に向けて、都心
に生息する生きものやその生息環境に精
通した専門家を派遣します。

67

生きものやその生息環境に精通し
た専門家を派遣し、ビオトープに
関する指導助言は4施設5回、子ど
も向け観察会は2施設2回、先生向
け勉強会は1施設1回、合計7施設8
回実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き各施設のビオトー
プの質の向上を目指しなが
ら、環境学習でのビオトー
プの利活用を推進し、観察
会・勉強会の充実を図りま
す。

環境課

67

令和４年度起工に向け、地域の
方々の要望や景観アドバイザーの
意見を踏まえ、設計を実施しまし
た。

当初
計画
どお
り

一の橋際公衆便所

一の橋公園の整備工事と合
わせて実施し、誰もが安全
で快適に利用できるトイレ
へ改修します。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

（１）
子どもが健や
かに成長でき
る環境の整備

健康推進課
⑦産後母子ケア事業
の推進

産後ケア（産褥期における母体のケア、
育児支援、交流等の社会支援）を行うこ
とで、母性の醸成、ストレス軽減、育児
の主体性が高まるとされています。
みなと保健所において、母子保健コー
ディネーター（助産師）を配置し、妊産
婦の相談に応じます。また、生後４か月
未満の児とその母親が宿泊または日帰り
で滞在できる場を提供し、心身のケア、
母乳や育児等の相談、母親同士の交流を
促します。
さらに関係機関とのネットワーク会議を
開催するなど、妊娠・出産・育児期にお
ける切れ目のない支援体制を推進しま
す。

16 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

項番 担当課
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

98

99

100

101

102

103

104

（３）地域に
おける子ど
も・子育て支
援の取組

69

「子ども教育支援教室」事業
・年11回実施。参加延べ人数116
人（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、リモートによりプ
ログラムを実施）

「児童の放課後のあそび場」事業
・東海大学への入校ができなかっ
たため、Ｒ３年度は中止

一部
未実
施

④高輪ほっとひとい
き子育て支援事業
【高輪地区地域事
業】

就学前の乳幼児をもつ保護者に対して、
育児相談や交流会を実施します。
地域の身近な場所で保健師・助産師・管
理栄養士などの専門家に相談できる仕組
みをつくり、地域の関係機関と連携し、
安心して子育てができるよう支援しま
す。
また、地域の中での仲間づくりや保護者
同士の交流を促進するとともに、保護者
のもつ力を高めます。

69

助産師等によるミニ講座や情報交
換を通じて、身近な地域で保護者
の友達づくりや交流の場を提供
し、育児不安の軽減と保護者自身
の育児力を高めました。

年25回実施、延人数281人
新型コロナウイルスの影響によ
り、年30回実施予定でしたが、中
止や予約者なしのことあったた
め、未実施となることがありまし
た。

当初
計画
どお
り

①よちよち子育て交
流会【赤坂地区地域
事業】

子育てに関する相談や情報交換と交流の
場として、「よちよち子育て交流会」を
開催します。
保健師、栄養士などの専門職による相談
を行うとともに、子育てひろば「あい・
ぽーと」の「子育て支援員」などの地域
の人材を活用して、交流の促進を図りま
す。

68

年42回実施。延390人参加。
開催にあたっては、参加人数を制
限して実施しました。
※緊急事態宣言の発出により、４
月実施予定の１回を別日に振替
え、５月実施予定の３回分をオン
ライン実施に変更しました。

当初
計画
どお
り

実施回数は年42回を予定し
ています。
赤坂地区：30回実施（土曜
日開催4回を含む）
青山地区：12回実施

赤坂地区総
合支所区民
課

68

【文化講座】
①ほんものに見える料理をつくろ
う！食品サンプルづくり体験講
座！1/22（中止となったが申込者
５４名へプレゼント送付）
②魅力的なガイドアナウンスと、
バスの車両について学ぼう！国際
自動車によるバスガイド体験講
座！　3/12
③歴史を感じながら親子でタイム
スリップ！赤坂まち歩き講座！
3/26

当初
計画
どお
り

地域で活躍する専門的な技
能・知識を有する人を講師
に迎える等、地域資源をよ
り効果的に活用します。ま
た、親子で参加できる講座
を実施し、多世代交流の機
会を設ける等、講座内容を
工夫します。

赤坂地区総
合支所協働
推進課

引き続き、青少年対策地区
の各委員会の工夫ある事業
の支援を行います。

子ども家庭
課

②赤坂・青山子ども
中高生共育（ともい
く）事業【赤坂地区
地域事業】

赤坂地区は、地域で活躍する専門的な技
能・知識を有する人や文化人、地域貢献
活動が活発な企業などの地域人材等が豊
富な地区です。
こうした地域の人材と子どもたちを結び
つけるため、地域ぐるみの子育ての仕組
みを整備します。
住民、ＮＰＯ等地域団体、地元企業等と
の連携と協働により、小・中学生、高校
生を対象に「驚き・感動・気づき」の機
会となる講座や様々な分野で活躍してい
るプロフェッショナルとの交流の場を提
供します。
また、地域の子ども向け事業に関わる団
体等のサポート体制やネットワークを構
築し、子どもたちを地域ぐるみで見守
り、育てる環境を整備します。

「子ども教育支援教室」事
業では、リモートによるプ
ログラムを引き続き実施し
ます。
「児童の放課後のあそび
場」事業は引き続き休止と
します。

高輪地区総
合支所管理
課

引き続き、身近な地域で親
同士の交流や育児相談がで
きることで、親自身の育児
力を高め、安心して子育て
ができるように支援しま
す。
年36回開催予定

高輪地区総
合支所区民
課

③たかなわ子どもカ
レッジ【高輪地区地
域事業】

地域児童を対象に大学の知的・人的資源
を活用し、専門的な研究テーマをわかり
やすく学ぶ機会を提供します。
事業の運営については、地域の方や大学
生と協働して取り組みます。

（２）
青少年の健全
育成のための
支援

子ども家庭
課

③リーダー育成の支
援

豊かな知識経験を有する地域の人材の活
用等により、青少年が地域活動のリー
ダーとなるよう支援します。

68

青少年対策地区委員会は、それぞ
れ感染症対策を講じながら、ス
キー教室や芋ほり等の事業を実施
し、区はその経費の一部を助成す
ることで、青少年対策地区委員会
の活動を支援しました。

当初
計画
どお
り

港区青少年対策地区委員会
が推薦した「東京都青少年
健全育成協力員」の協力の
下、不健全図書の調査を行
い関係施設等へ周知を図り
ます。
機会を捉え、広報誌等でイ
ンターネットの適正利用の
対策に向けた啓発を行いま
す。

子ども家庭
課

②自主的・創造的な
活動の支援

青少年の健全育成を図るため、各地区青
少年対策地区委員会における、地域特性
に応じた自主的・創造的な活動を支援し
ます。また、中学校生徒主体の防災訓練
や消防少年団による消火器訓練のボラン
ティア活動など、地域の青少年関係団体
の活動を支援します。これらの活動を通
じ、青少年が地域の一員としての自覚を
持ち、郷土意識を醸成できる地域づくり
を推進します。

68

青少年対策地区委員会活動に補助
金の交付や情報提供、共有の場を
設け支援を行いました。
中学校生徒が主体的に実施する防
災訓練を支援しました。

当初
計画
どお
り

区立中学校区ごとに設置さ
れる青少年対策地区委員会
の活動に補助金を交付し、
各地区における地域特性に
応じた青少年育成事業の支
援をします。また、情報提
供、共有の場を設定しま
す。

①インターネットの
適正利用の啓発

成長に好ましくないインターネットサイ
トへのアクセス制限や、安全・適切なイ
ンターネット環境の利用に向けたリテラ
シー教育を充実する等、インターネット
の有効的な活用に向けた取組を推進して
いきます。

68

港区青少年対策地区委員会が推薦
した「東京都青少年健全育成協力
員」の協力の下、不健全図書の陳
列方法等の調査を行い、関係施設
等へ周知しました。
７月の「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」に合わせ、区ホー
ムページでインターネットの適切
な利用について啓発活動を行いま
した。

当初
計画
どお
り
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

項番 担当課
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定計画内容

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

105
⑤子育てあんしんプ
ロジェクト【芝浦港
南地区地域事業】

保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理
士からなるプロジェクトチームが、身近
な地域の児童施設等を会場として、子育
てに関するノウハウの提供や家庭環境に
応じた個別相談に応じるなど、子育てに
関する様々な不安や悩みを解消するとと
もに、孤立しがちな保護者自身が抱える
心のケアも図ります。
また、子育て世代の交流の場をつくるこ
とで、子育てを通じた地域での仲間づく
りや子育て世帯間、家庭間のネットワー
クづくりを促進し、家庭や地域の子育て
力の向上を支援します。
さらに、よりきめ細かで利用者の満足度
が高い事業をめざし、大学や地域の医療
機関等とも連携を図りながら、地域特性
や様々な子育てのニーズに対応していき
ます。

69

コロナ禍により、6会場に変更し
て実施しました。
育児相談61回（14回中止）開催
し、1,218組2,488人、妊婦相談を
17回（7回中止）開催し、17人の
利用がありました。
かるがもくらぶは、年11回（1回
中止）開催し、95組、190人が参
加しました。

当初
計画
どお
り

感染防止に留意し、管内5か
所の児童施設等で、育児相
談等を年60日・93回、妊婦
相談を年24回実施予定。
交流の場としてかるかもく
らぶを年24回に拡大して開
催し、不安の解消、育児力
の向上を図り、安心して子
育てができるよう支援しま
す。

芝浦港南地
区総合支所
区民課

18 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

１０　子どもの未来を応援する施策の充実

項番

106

107

108

109

110

111

112

113

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業

①生活困窮世帯への
学習支援

家庭の経済状況や親子関係等の事情か
ら、家庭学習の習慣が充分に定着してい
ない児童・生徒や学習等での課題を抱え
ている児童・生徒に対し、学習支援に加
え、生活習慣・育成環境の改善に関する
助言、教育及び就労に関する支援を行い
ます。また、高校生に対しては、中退防
止のための相談・支援を行います。

70

無料学習支援を実施し、学習意欲
の向上を図り、自立に向けた意欲
を喚起しました。中学生は133
人、高校生は48人の利用がありま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、子どもの学習支
援を強化するとともに、進
学や就職の選択をサポート
していきます。

生活福祉調
整課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ４年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

（１）
教育・学習の
支援

計画内容

①高校生不登校への
支援【新規事業】

不登校について、これまで支援の少な
かった高校生へも支援の対象を広げ、子
どもを身近で支える保護者を対象に、不
登校の現状や家庭での接し方などを理解
し、相談・支援機関の情報に接すること
ができる機会を設けるための理解促進事
業を実施します。なお、引き続き、各
小・中学校へ週１回以上スクールカウン
セラーを配置するほか、各学校からの要
請に応じてスクールソーシャルワーカー
を派遣するなど、学校教育相談体制を充
実し、教育と福祉の両面から、不登校や
虐待などの問題解決を図るとともに、適
応指導教室（つばさ教室）での指導・相
談や、教育センターでの教育相談等の支
援を継続していきます。

71

スクールカウンセラーを各小・中
学校に週１日以上配置しました。
令和３年度の配置の延べ日数は
822日でした。
スクールソーシャルワーカーを学
校からの要請に応じて派遣しまし
た。令和３年度の派遣件数は470
件（30分を１件とします）でし
た。
適応指導教室（つばさ教室）で
は、児童・生徒の状況に応じた相
談、指導・支援を実施しました。
また、学校との連絡会、保護者会
を学期に1回開催しました。
教育センターでは、来所及び電話
での教育相談を実施しました。令
和３年度は、来所相談が224件、
電話教育相談が234件、オンライ
ン教育相談が21件でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、各小・中学校へ
週1回以上スクールカウンセ
ラーを配置し、各学校から
の要請に応じてスクール
ソーシャルワーカーを派遣
します。
また、適応指導教室での指
導・相談や、相談窓口を周
知して教育センターでの教
育相談等の支援を継続して
いきます。

教育人事企
画課

③相談体制の整備

小学校及び中学校では、学びの未来応援
ケース会議を開催し、養育不安や不登校
など課題がある家庭に対し、スクール
ソーシャルワーカーを派遣するなどの支
援を行います。また、生活困窮者自立相
談支援窓口である、港区生活・就労支援
センター事業を通じて、子どもが高校や
大学等への進学後も就業や生活について
の支援を行い、社会的自立まで切れ目の
ない支援体制を構築します。

71

年に３回、学びの未来応援ケース
会議を開催し、養育不安や不登校
など課題がある家庭に対し、ス
クールソーシャルワーカーを年間
470単位（１単位30分）派遣しま
した。
また、来所及び電話相談に加え、
令和３年７月からオンラインによ
る教育相談も開始しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、年に３回、学び
の未来応援ケース会議を開
催し、養育不安や不登校な
ど課題がある家庭に対し、
スクールソーシャルワー
カーを派遣します。

②子育て家庭の生活
や社会参加の支援

産前産後家事・育児支援事業、子育てひ
ろば事業などを通じて、親の妊娠・出産
期から社会的孤立に陥ることのないよ
う、子育てへの不安の解消や養育力の向
上支援を行うとともに、親と子の生活や
社会参加の支援を実施します。

71

産前産後家事・育児支援事業、子
育てひろば事業を実施すること
で、子育てへの不安の解消や養育
力の向上支援を行いました。

当初
計画
どお
り

①ひとり親家庭の生
活支援及び経済的支
援の充実【新規事
業】【再掲】

離婚時に取り決めた養育費の確実な履行
を支援し、子どもの経済的生活が安定す
るよう支援します。また、子どもの心理
的安定に配慮した面会交流の機会確保を
支援します。

71

離婚を考えている親等を対象に、
養育費保証利用助成の案内や裁判
外紛争解決手続の利用料の一部を
助成しました。また、面会交流の
機会づくりを支援するため、面会
交流コーディネート事業を実施し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、養育費保証利用
助成、裁判外紛争解決手続
利用助成、面会交流コー
ディネート事業を通じて、
離婚後の子どもの経済的心
理的安定を支援します。

子ども家庭
支援セン
ター

②教育にかかる経済
的支援の充実

教育、進学にかかる費用について、就学
援助、各種の手当等の支給や資金の貸付
け等の経済的支援を行います。

72

就学援助では例年通りの申請・認
定に加え、令和３年度は新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴う前年
度所得によらない特例認定を実施
しました。

当初
計画
どお
り

就学援助制度は引き続き実
施予定です。

学務課
教育長室

①子どもの未来応援
施策の普及・啓発

孤食解消と保護者支援事業や学習ボラン
ティア養成講座等を通じて区民等に対し
子どもの未来応援施策の理解を促進する
とともに、地域で子どもたちを応援する
人材を確保し、育成します。

72

学習支援事業を委託することに
よって、ボランティア養成等を継
続的に行い、地域で子どもたちを
応援する人材を育成しました。

当初
計画
どお
り

③保護者に対する就
労の支援

就職のあっせん及びひとり親家庭の職業
訓練における給付金の支給等により、保
護者の自立を図るための就労支援を行い
ます。また、港区生活・就労支援セン
ターにひとり親家庭自立支援員を配置
し、家庭が経済的に安定できるよう支援
します。

72
ひとり親家庭の教育訓練や職業訓
練に対し、給付金を支給しまし
た。

当初
計画
どお
り

（４）
地域で子ども
の未来を応援
する体制の整
備

（２）
生活環境の安
定の支援

（３）
経済的安定の
支援

学習支援事業の委託によ
り、子どもの未来応援施策
の理解や人材の確保、育成
を進めていきます。

子ども家庭
課
生活福祉調
整課

引き続き、教育訓練や職業
訓練に対して給付金を支給
し、ひとり親家庭の就労支
援に取り組みます。

子ども家庭
支援セン
ター

引き続き、産前産後家事・
育児支援事業、子育てひろ
ば事業を実施することで、
子育てへの不安の解消や養
育力の向上支援を行いま
す。

子ども家庭
支援セン
ター

教育人事企
画課
生活福祉調
整課
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

１０　子どもの未来を応援する施策の充実

項番

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課計画内容

114

115

子ども家庭
課
生活福祉調
整課

③子どもの孤食解消
と保護者支援

子ども食堂運営団体と地域の民間企業が
連携するネットワーク化を推進し、その
ネットワークから得られた寄付金や提供
物資を子ども食堂運営団体へ循環させる
システムを構築します。
子ども食堂の開催場所や開催回数を増や
すことで、子どもの孤食解消を図りま
す。

72

新型コロナウイルス感染症対策の
ため、お弁当の配布やフードパン
トリーの取組を強化しました。
子ども食堂等の区民向けの開催周
知を年間を通じて支援しました。
港区子ども食堂ネットワーク会員
やみなとリサイクル清掃事務所と
連携し、食材等の提供を行い、子
ども食堂の安定的な運営を支援し
ました。

当初
計画
どお
り

港区子ども食堂ネットワー
ク会員の拡大を図ります。
また、新たに子ども食堂を
開始したい事業者に向け
て、子ども食堂の立上げや
運営に必要なノウハウにつ
いて講習会や個別相談会を
実施します。

子ども家庭
課

②地域における子ど
もの未来を応援する
ネットワークの確立

普及・啓発活動を通じて育成した人材や
企業、ＮＰＯ、大学等と連携・協力し、
それぞれの強みを生かして役割分担を行
うことにより、地域における子どもの未
来を応援するネットワークを確立しま
す。

72

生活困窮世帯を対象とした学習支
援事業等を通じて、地域において
子どもの未来を応援する人々の
ネットワークを構築しました。

当初
計画
どお
り

学習支援事業等に携わる
人々、ボランティアを活用
し、地域全体で子どもの未
来を応援するネットワーク
を作ります。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票
【巻末ボックス表１】
１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号

(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児

教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,555 615 2,457 613 2,319 601 2,281 593 2,311 601

合計

特定教育・

保育施設

私学助成

幼稚園

（人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号

(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児

教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,882 270 2,427 381

合計

特定教育・

保育施設

私学助成幼

稚園

箇所数 28箇所 28施設 28施設

過不足（②－①） 456 835

②

確

保

策

1,706

3,608 3,643

1,907

①

利

用

者

数
3,152 2,808

＜実績入力＞

幼児教育

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1号 1号 1号 1号 1号 1号

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

701

箇所数 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所

過不足（②－①） 443 543 693 739

2,912

②

確

保

策

1,706

3,613 3,613 3,613 3,613 3,613

1,907

①

見

込

み 3,170 3,070 2,920 2,874

（１）幼児教育（１号認定及び２号認定のうち共働きで幼稚園を利用している者）Ｐ28　【教育長室】

1号 1号 1号 1号 1号 1号

幼児教育

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票
【巻末ボックス表２】
１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,983 4,065 4,082 4,116 4,266 3,572 3,605

合計 3,970 4,246 4,605 4,810 4,967 5,049 合計 3,970 4,246 4,510

特定教育・

保育施設
2,921 3,189 3,430 3,589 3,848 3,953

特定教育・

保育施設
2,921 3,189 3,425

特定地域型

保育事業
0 0 0 0 0 0

特定地域型

保育事業
0 0 0

認可外保育

施設

認可外保育

施設

（保育室・

認証・保育

サポート）

（保育室・

認証・保育

サポート）

263 540 728 851 783 674 905

【量の見込みと確保策（３号認定）】　　【保育政策課・保育課】
＜計画＞ （人）

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

919 3,221 960 3,336 991 3,513 1,022 3,672 1,058 3,810

合計 976 3,441 1,050 3,682 1,071 3,718 1,093 3,774 1,114 3,850 1,155 3,975

特定教育・

保育施設
630 1,959 724 2,251 745 2,315 765 2,381 801 2,507 842 2,632

特定地域型

保育事業
51 251 51 251 51 251 53 257 53 257 53 257

認可外保育

施設

（保育室・

認証・保育

サポート）

131 461 111 382 102 261 92 178 97 165

＜実績入力＞ （人）

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

645 2,711 554 2,650

合計 976 3,441 1,050 3,682 1,064 3,639

特定教育・

保育施設
630 1,959 724 2,251 753 2,330

特定地域型

保育事業
51 251 51 251 51 251

認可外保育

施設

（保育室・

認証・保育

サポート）

405 971 510 989

【箇所数】　　【保育政策課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

合計 117 126 130 134 138 143 合計 117 126 131

特定教育・

保育施設
66 76 80 83 88 93

特定教育・

保育施設
66 76 81

特定地域型

保育事業
13 13 13 14 14 14

特定地域型

保育事業
13 13 13

認可外保育

施設

認可外保育

施設

（保育室・

認証・保育

サポート）

（保育室・

認証・保育

サポート）

過不足（②－①）

保育施設

等

保育施設

等

1,180 260 1,058

38 37 3738 37 37 37 36 36

①利用者数

②

確

保

策

295 1,231 275

R６年度

（3号認定） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

過不足（②－①）

保育 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

1,180 275 1,152 275 1,136 260

①見込み

②

確

保

策

295 1,231 275

R６年度

（3号認定） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1,086 260 1,086

過不足（②－①） 過不足（②－①）

保育 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

1,049 1,057 1,085

②

確

保

策

②

確

保

策

1,049 1,057 1,175 1,221 1,119 1,096

保育 保育

（2号認定（幼児教

育以外））

（2号認定（幼児教

育以外））

①見込み ①利用者数

（２）保育（２号認定のうち共働きで幼稚園を利用していない者、３号認定）Ｐ31　　【保育政策課・保育課】
【量の見込みと確保策（２号認定（幼児教育以外））】
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表３】
２地域子ども・子育て支援事業の充実
（１）利用者支援事業Ｐ34　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

基本型・特

定型
7 7 7 7 7

基本型・特

定型
7 7

母子保健型 1 1 1 1 1 母子保健型 1 1

基本型・特

定型
7 7 7 7 7 7

基本型・特

定型
7 7 7

母子保健型 1 1 1 1 1 1 母子保健型 1 1 1

過不足
基本型・特

定型
0 0 0 0 0 過不足

基本型・特

定型
0 0

（②－①） 母子保健型 0 0 0 0 0 （②－①） 母子保健型 0 0

（２）時間外保育事業（延長保育事業）Ｐ35　　【保育課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1,218 1,254 1,288 1,322 1,370 1,196 1,053

② 合計 1,229 1,432 1,494 1,538 1,579 1,616 ② 合計 1,229 1,347 1,444

確保策 特定教育 確保策 特定教育

保育施設 保育施設

特定地域型 特定地域型

保育事業 保育事業

認可外 認可外

保育施設 保育施設

214 240 250 257 246 151 391

117箇所 126箇所 130箇所 134箇所 138箇所 143箇所 117箇所 126箇所 131箇所

（３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業）Ｐ36　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949 3,047

② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309 3,309

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614 2,647

高学年 650 695 662 694 700 751 高学年 650 695 662

220 170 160 25 25 360 262

35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所 36箇所

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）Ｐ37　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 1,919 1,927 1,929 1,930 1,954 ①実利用者数 1,586 1,573

②確保策 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 ②確保策 4,550 4,550 5,280

過不足（②

－①）
2,631 2,623 2,621 2,620 2,596

過不足（②

－①）
2,964 3,707

箇所数 2箇所 2箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 箇所数 2箇所 2箇所 3箇所

（５）乳幼児家庭全戸訪問事業Ｐ38　　【健康推進課】
＜計画＞ （回） ＜実績入力＞ （回）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 1,512 1,659

② 実施数 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 ② 実施数 2,961 3,022

確保策 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 確保策 助産師19名 助産師19名 助産師19名

保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名

実施機関 実施機関

委託団体等 委託団体等

0 0 0 0 0 1,449 1,363

（６）養育支援訪問事業Ｐ39　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

登録世帯 18世帯 19世帯 19世帯 20世帯 20世帯 登録世帯 10世帯 5世帯

派遣回数 208 214 221 227 233 派遣回数 167 103

派遣回数 202 208 214 221 227 233 派遣回数 202 208 214

実施体制 実施体制

0 0 0 0 0 41 111

（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）Ｐ40　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人回／年） ＜実績入力＞ （人回／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 299,155 301,579 309,789 319,865 329,102 ①実利用者数 95,531 157,133

②確保策 342,845 347,426 367,426 367,426 367,426 367,426 ②確保策 342,845 347,426 364,465

過不足（②

－①）
48,271 65,847 57,637 47,561 38,324

過不足（②

－①）
251,895 207,332

箇所数 17箇所 18箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 箇所数 17箇所 18箇所 19箇所

②確保策 ②確保策
委託によるヘルパー 委託によるヘルパー

過不足（②－①） 過不足（②－①）

①見込み ①利用数

みなと保健所 みなと保健所

東京都助産師会品川港地区分会 東京都助産師会品川港地区分会

過不足（②－①） 過不足（②－①）

①見込み ①訪問数

実施体制 実施体制

過不足（②－①） 過不足（②－①）

箇所数 箇所数

①見込み ①入会児童数

過不足（②－①） 過不足（②－①）

箇所数 箇所数

377377 361 374 379 354 350 377 377

4544 30 30 32 32 32 44 45

1,022808 1,041 1,090 1,127 1,193 1,234 808 925

①見込み ①利用者数

①見込み ①見込み

②確保策 ②確保策
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（８）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育）Ｐ41　　【教育長室】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）
幼稚園等

の
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

幼稚園等

の
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

預かり保

育
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

預かり保

育
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 46,690 45,196 43,001 42,348 42,908 ①利用者数 28,203 28,873

②確保策 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 ②確保策 59,403 51,190 53,638

過不足（②

－①）
12,713 14,207 16,402 17,055 16,495

過不足（②

－①）
22,987 24,765

箇所数 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 19箇所 箇所数 19箇所 19箇所 19箇所

（９）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育以外）Ｐ42　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 80,963 88,476 95,730 102,989 111,577 ①利用者数 48,675 56,271

②確保策 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 ②確保策 114,262 114,262 114,262

過不足（②

－①）
33,299 25,786 18,532 11,273 2,685

過不足（②

－①）
65,587 57,991

箇所数 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 箇所数 18箇所 18箇所 18箇所

（１０）病児・病後児保育事業Ｐ43　　【保育課】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 6,356 6,540 6,718 6,893 7,146 ①利用者数 1,772 3,548

②確保策 6,482 6,804 6,804 7,290 7,776 7,776 ②確保策 6,482 6,832 6,776

過不足（②

－①）
448 264 572 883 630

過不足（②

－①）
5,060 3,228

箇所数 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 箇所数 ６箇所 6箇所 6箇所

（１１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）Ｐ44　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ①利用数 3,026 3,509

②確保策 3,369 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ②確保策 3,369 3,506 3,681

過不足（②

－①）
0 0 0 0 0

過不足（②

－①）
480 172

（１２）妊婦健康診査Ｐ45　　【健康推進課】
＜計画＞ ＜実績入力＞

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

① 交付 ① 交付

見込み 対象者数 利用数 対象者数

受診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 受診回数 29,733回 29,117回

② 健診者数 3,286人 3,354人 3,391人 3,421人 3,467人 ② 健診者数 3,286人 3,354人

確保策 健診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 確保策 健診回数 33,977回 34,680回

実施場所 実施場所

実施体制 実施体制

過不足 健診者数 0人 0人 0人 0人 0人 過不足 健診者数 383人 650人

②－① 健診回数 0回 0回 0回 0回 0回 ②－① 健診回数 4,244回 5,563回

（１３）実費徴収に係る補足給付を行う事業Ｐ46　　【教育長室】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①見込み 504 504 504 504 504 ①利用数 257 262

②確保策 86 504 504 504 504 504 ②確保策 86 502 442

過不足（②

－①）
0 0 0 0 0

過不足（②

－①）
245 180

実施時期

満23週まで　4週間に1回

実施時期

満23週まで　4週間に1回

満24週～35週　2週間に1回 満24週～35週　2週間に1回

満36週～分娩　週に1回 満36週～分娩　週に1回

都内契約医療機関 都内契約医療機関

医療機関に委託 医療機関に委託

検査項目

(初回)体重・血圧・尿検査・血液型・貧血・血糖・不規則抗体・HIV抗体・梅

毒・B型肝炎・C型肝炎・風疹
検査項目

(初回)体重・血圧・尿検査・血液型・貧血・血糖・不規則抗体・HIV抗体・梅

毒・B型肝炎・C型肝炎・風疹

(2回目以降)体重・血圧・尿検査・クラミジア抗原・経腟超音波・HTLV-１抗体・

貧血・血糖・B群溶連菌・NST

(2回目以降)体重・血圧・尿検査・クラミジア抗原・経腟超音波・HTLV-１抗体・

貧血・血糖・B群溶連菌・NST

2,903人 2,704人3,286人 3,354人 3,391人 3,421人 3,467人
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表４】
８　放課後対策の総合的な推進
（１）学童クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき目標事業量【再掲】　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949 3,047

② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309 3,309

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614 2,647

高学年 650 695 662 694 700 751 高学年 650 695 662

220 170 160 25 25 360 262

35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所 36箇所

（２）放課ＧＯ→クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき目標事業量P64　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

箇所数 15 16 16 17 17 17 箇所数 15 16 16

追加整備の

内容

追加整備の

内容

（区立小学

校）

（区立小学

校）

（３）放課ＧＯ→の令和６（2024）年度までの整備計画P64　　【生涯学習スポーツ振興課・子ども家庭課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

箇所数 17 18 18 19 19 19 箇所数 17 18 18

追加整備の

内容

追加整備の

内容

（区立小学

校）

（区立小学

校）

区立高輪台
（仮称）区

立芝浦第二
区立高輪台

過不足（②－①） 過不足（②－①）

箇所数 箇所数

区立高輪台
（仮称）区

立芝浦第二
区立高輪台

①見込み ①入会児童数
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（１）教育・学習の支援

No.

3

4

5

6

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

義務教育に必要な学用品、教材、
学校給食費等の費用を1,458件支
給しました。（6,595,934円）

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

生活保護事業
（高等学校等就学扶
助）

高等学校に進学する者を対象に、高校受験
料、入学金をはじめとして、教材費、学用
品費、通学のための最低限度の交通費を支
給します。

97

高等学校等に進学する者を対象
に、入学や通学に必要な費用を
559件支給しました。（3,880,262
円）

当初
計画
どお
り

生活福祉調整
課

生活保護事業
（教育扶助）

義務教育に伴って必要な教科書その他学用
品、義務教育に伴って必要な通学用品、学
校給食に必要な費用を金銭給付にて行いま
す。

97

事業内容

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

生活保護事業
（入学準備金）

小学校、中学校、高等学校に進学する者を
対象に、服、かばん、靴等を購入するため
の入学準備金を支給します。

97

小学校、中学校、高等学校に進学
する者を対象に、入学準備金を8
人に支給しました。（614,600
円）

生活保護事業
（被服費）

被保護世帯にて出産があった場合に一時扶
助として被服費を支給します。

97
出産の一時扶助として被服費を2
人に支給しました。（105,600
円）

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（入学支度金・就職
支度金）

中学を卒業し、高校に入学する者、または
4月末日までに継続的な就労に従事するか4
月末日までに定職に就く見込みの者等に対
して、5月に51,500円支給します。

97
入学支度金・就職支度金あわせて
5人に支給しました。（257,500
円）

教育長室奨学資金貸付
学業に意欲を持ちながらも、経済的に修学
が困難な者に対して、奨学資金を高校生、
大学生等に貸付します。

98

学業に意欲を持ちながらも、経済
的に修学が困難な者に対して、奨
学資金を貸付ています。令和３年
度は計49名に貸付を行いました。

学習支援事業

生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学１・
２年生及び高校生に対し、生活困窮者自立
支援法に基づく任意事業の学習支援事業と
して、無料学習支援を実施します。

98

無料学習支援を実施し、学習意欲
の向上を図り、自立に向けた意欲
を喚起しました。
中学生は133人、高校生は48人の
利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、必要とする学生に
対して奨学資金の貸付を行っ
ていきます。

当初
計画
どお
り

引き続き、子どもの学習支援
を強化するとともに、進学や
就職の選択をサポートしてい
きます。

生活福祉調整
課

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

被保護者自立促進事
業
（学習環境支援費）

自立支援の援助方針に基づき、学習塾など
への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講
座、補習講座の受講などにより、在宅での
学習環境を整える必要が認められる中学生
等に対して、中学3年生及び高校3年生は
200,000円、高校1、2年生は150,000円、
小学4年生から中学2年生は100,000円を年
間の上限額として支給します。

98

在宅での学習環境を整え、自立を
促進するための支援として、22人
に支給しました。（1,994,200
円）

97
夏休みの野外活動等の参加費用と
して、夏季健全育成費を82人に支
給しました。（267,300円）

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、子ども
の進学に関する相談や学習習
慣確立などの支援を行いま
す。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（学童服及び運動
衣）

4月1日現在、保護受給世帯の小・中・高校
生に対し、5月に15,500円を支給します
（ただし、小１、中１、高１は除きま
す）。

97
学童服・運動衣合わせて68人支給
しました。（学童服775,200円、
運動衣278,800円）

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

学習相談支援事業
子どものいる生活困窮世帯の保護者及び子
どもに対し、学習や進学等に関する助言や
情報提供を行います。

98

ボランティアを講師とした無料学
習支援を実施し、自立に向けた意
欲喚起や学習意欲の向上を図りま
した。
生活困窮者等233人に対して支援
しました。

当初
計画
どお
り

未実
施

修学旅行を実施する場合は、
申請に応じて支給を予定して
います。

生活福祉調整
課

1

2

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（修学旅行支度金）

通学中の学校において、修学旅行が実施さ
れる学年に在籍する小・中・高校生に対
し、小学生4,300円、中高生8,500円を支
給します。

97

新型コロナウイルス感染症により
修学旅行が一部縮小または代替実
施となり、支給申請者はいません
でした。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活福祉調整
課

法外援護事業
（夏季健全育成費）

7月1日現在、保護受給世帯の小・中・高校
生に対し、3,300円を支給します。
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（１）教育・学習の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

7

8

9

10

11

12

13

14

朝鮮学校児童生徒保
護者補助金

朝鮮初級・中級学校に授業料等を納入し
た、基準所得額以下の世帯の保護者を対象
に補助金を支給します。

98

朝鮮初級・中級学校に授業料等を
納入した、基準所得額以下の世帯
の保護者を対象に補助金を支給を
予定してましたが、令和３年度の
申請はありませんでした。

私立幼稚園保護者補
助金

保護者の負担を軽減し、保育料の公私較差
の是正をするため、世帯の所得状況に応じ
た補助金を支給します。

98

世帯の所得状況に応じた補助金を
支給し、保育料の公私較差の是正
をするため世帯の所得状況に応じ
た補助金を支給しました。

港区小中学生海外派
遣事業

夏季休業期間中に港区立小中学生を対象に
オーストラリアへの海外派遣を実施しま
す。

98

令和３年度港区小中学生海外派遣
は、新型コロナウイルス感染症の
感染予防対策に伴い、児童・生徒
の渡航や現地での活動に活動制限
が生じることから、オーストラリ
アでの研修は中止とし、区内で
「MINATOイングリッシュプログラ
ム」を実施しました。小学校６年
生４０名、中学校２年生３７名が
参加しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、保護者の負担を軽
減し、保育料の公私較差の是
正を図ります。

教育長室

一部
未実
施

令和４年度港区小中学生海外
派遣は、新型コロナウイルス
感染症の感染予防対策に伴
い、児童・生徒の渡航や現地
での活動に活動制限が生じる
ことから、オーストラリアで
の研修は中止とし、沖縄県那
覇市及び北谷市にて３泊４日
の国内イングリッシュ・キャ
ンプを実施する予定です。

教育人事企画
課

当初
計画
どお
り

引き続き、朝鮮初級・中級学
校に授業料等を納入した、基
準所得額以下の世帯の保護者
を対象に補助金を支給しま
す。

教育長室

当初
計画
どお
り

事業廃止 教育長室
私立幼稚園就園奨励
費

園児と同一世帯に属して生計を一にしてい
る父母及びそれ以外の扶養義務者の全ての
者の区民税所得割課税額に基づき、補助金
を支給します。

98
令和元年10月からの幼児教育・保
育の無償化により廃止しました。

引き続き、中学校３年生の進
路実現の支援を目的として、
中学校３年生の要保護・準要
保護の世帯を対象に、学びの
未来応援学習講座を７月に開
講します。７月から自主学習
室を開講し、９月からは受験
対策に特化した指導を行いま
す。

教育人事企画
課

学生スクールボラン
ティア事業

小学校４年生から６年生の学力に課題のあ
る児童を対象に、学校の授業や放課後学習
において担任の補佐役として学習の支援を
します。

98

令和３年度は、幼稚園、小中学校
において合計２３名の学生スクー
ルボランティアを任用し、一斉授
業での学習支援や放課後の個別指
導等の支援、保育補助等をしまし
た。

当初
計画
どお
り

学びの未来応援学習
講座

経済的困難を抱える家庭の中学校３年生を
対象に進路選択に資するため、学習講座を
開催し基礎的学力の定着を図ります。

98

令和３年度は、毎週木曜日（７月
～２月）に生涯学習センター（ば
るーん、白金台区民協働スペー
ス）を会場に、数学・英語の学習
講座を実施しました。対象者177
名のうち、29名が受講申し込みを
し、すべての受講者が希望する進
路に進学しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、近隣大学の学生を
中心に学生を募集するととも
に、任用後は各学校での学力
向上につながる支援を行いま
す。

教育人事企画
課

引き続き、各小中学校におい
て、保護者の負担軽減を図る
ため、補助・学習教材購入
費、漢字・英語・数学検定
料、校外学習見学・入場料の
一部を公費負担します。

教育人事企画
課

学力アップ特別講座

児童・生徒の学習習慣の確立及び学力向上
のため区立小中学生を対象に学力アップ特
別講座を実施します。（対象等：小学校５
年生　土曜日、中学校１～３年生　長期休
業期間）

98

令和２年度に小学校「作文教室」
及び中学校学習講座を廃止すると
ともに、小学校「科学教室」は
「みなと科学教室」として実施し
ています。令和３年度は９０名の
児童を対象として、港区立みなと
科学館で実施しました。

当初
計画
どお
り

学習活動支援保護者
負担軽減事業

保護者の負担軽減を図るため、補助・学習
教材購入費、漢字・英語・数学検定料、校
外学習見学・入場料の一部を公費負担しま
す。

98

各小中学校において、保護者の負
担軽減を図るため、補助・学習教
材購入費、漢字・英語・数学検定
料、校外学習見学・入場料の一部
を公費負担しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、港区立みなと科学
館において、学力の一層の向
上を図るため、区立小学校５
年生児童を対象に「みなと科
学教室」を実施します。９５
名の児童はみなと科学館での
対面講座、それ以外の希望児
童には、オンラインでの講座
を実施します。

教育人事企画
課
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No.

1

2

3

4

5

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

保健師活動

保健師は、乳幼児から高齢者までの区民
が、より健康であらゆる健康問題に対して
人々の持っている力を引き出し、自ら問題
解決できるよう継続的に活動しています。
個別の支援活動：家庭訪問、窓口相談、電
話相談等を行っています。
健康診査等を通じての保健指導：乳幼児健
康診査で健康相談を行っています。
地域における活動：母子保健活動や地域の
健康の向上を目指す活動を行っています。

99

家庭訪問、窓口相談、電話相談に
より、区民の抱える健康問題の解
決、支援を行いました。
乳幼児健康診査や各種相談事業で
健康相談を行うとともに、母子保
健活動や地域の健康の向上を目指
す活動を行いました。

当初
計画
どお
り

令和４年８月から各総合支所
の福祉総合窓口の開設に伴
い、保健師はみなと保健所の
配置となりますが、引き続き
各総合支所に兼務として配置
されます。これまでと同様、
乳幼児から高齢者までの区民
が、より健康であらゆる健康
問題に対して人々の持ってい
る力を引き出し、自ら問題解
決できるよう継続的な支援を
行います。

区民課

事業内容

芝浦港南地区子育て
あんしんプロジェク
ト

保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理士
からなるプロジェクトチームが、身近な地
域の児童施設等を会場として、子育てに関
するノウハウの提供や家庭環境に応じた個
別相談に応じるなど、子育てに関する様々
な不安や悩みを解消するとともに、孤立し
がちな保護者自身が抱える心のケアを図り
ます。

99

コロナ禍により、6会場に変更し
て実施。
育児相談61回（14回中止）開催
し、1218組・2488人、妊婦相談を
17回（7回中止）開催し、17人の
利用がありました。
かるがもくらぶは、年11回（1回
中止）開催し、95組、190人が参
加しました。

当初
計画
どお
り

感染防止に留意し、管内5か
所の児童施設等で、育児相談
等を年60日・93回、妊婦相
談を年24回実施予定。
交流の場としてかるかもくら
ぶを年24回に拡大して開催
し、不安の解消、育児力の向
上を図り、安心して子育てが
できるよう支援します。

区民課

高輪ほっといきいき
子育て支援事業

就学前の乳幼児をもつ保護者に対して、育
児相談や交流会を実施します。地域の身近
な場所で保健師、助産師、栄養士等の専門
家に相談できる仕組みをつくり、地域の中
で仲間作りや保護者同士の交流を促進し、
保護者の持つ力を高めます。

99

助産師等によるミニ講座や情報交
換を通じて、身近な地域で保護者
の友達づくりや交流の場を提供
し、育児不安の軽減と保護者自身
の育児力を高めました。

年25回実施、延人数281人
新型コロナウイルスの影響によ
り、年30回実施予定でしたが、中
止や予約者なしのことあったた
め、未実施となることがありまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、身近な地域で親同
士の交流や育児相談ができる
ことで、親自身の育児力を高
め、安心して子育てができる
ように支援します。

年36回開催予定
4月は3回済（延人数31人）

区民課

民生委員・児童委
員・保護司活動への
支援

民生委員・児童委員に自主的な研修や子育
て支援事業たんぽぽクラブに活動費や場所
を提供します。保護司会による更生保護青
少年相談事業への支援を行います。

99

民生委員・児童委員の子育て支援
部会・児童福祉部会・主任児童委
員部会において、子ども・子育て
に関する研修を実施しました。ま
た、令和3年度は、たんぽぽクラ
ブを10施設で計96回実施しまし
た。
令和3年度は、保護司会による更
生保護青少年相談を計135日実施
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、地域福祉の向上に
向けて、民生委員・児童委員
や保護司会への支援を行いま
す。

保健福祉課

高齢者支援課
障害者福祉課
生活福祉調整
課
子ども家庭課

コミュニティバス乗
車券発行

高齢者、障害者、妊産婦、生活保護世帯等
に対し、港区コミュニティバスの乗車券を
発行して乗車運賃を助成します。

100

【高齢者支援課】18,138人
港区コミュニティバス無料乗車券
の利用範囲を家族（子どもの父、
祖父、兄弟）まで拡大し、子育て
家庭の外出支援を強化しました。
【障害者福祉課】3,871人
身体障害者手帳、愛の手帳、精神
障害者保健福祉手帳、戦傷病者手
帳、被爆者健康手帳を所持してい
る人、東京都難病等医療費助成を
受けている人に発行しました。
【生活福祉調整課】424人
生活保護世帯に対し、希望する世
帯に港区コミュニティバスの乗車
券を発行しました。

当初
計画
どお
り

【高齢者支援課】
引き続き、高齢者の在宅生活
を支えるため、様々な支援事
業を実施します。
【障害者福祉課】
引き続き、身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福
祉手帳、戦傷病者手帳、被爆
者健康手帳を所持している
人、東京都難病等医療費助成
を受けている人に発行しま
す。
【生活福祉調整課】
引き続き、生活保護世帯に対
し、希望する世帯に港区コ
ミュニティバスの乗車券を発
行して乗車運賃を助成しま
す。
【子ども家庭課】
引き続き、妊産婦の社会参加
及び子育て支援を目的とし、
拡大した利用範囲で港区コ
ミュニティバス無料乗車券を
交付します。
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

6

7

8

9

10

11

12

13

発達支援センター事
業

生涯を通じて継続した支援を行うことによ
り、発達障害児・者、発達に支援を必要と
する人及びその家族等の自立と社会参加の
促進を図ります。

100

区立児童発達支援センター内の発
達障害者支援室において、大人の
発達障害の相談・居場所支援・家
族会・講習会を実施しました。
発達障害者支援室相談件数：延べ
910件
講習会開催回数：3回

当初
計画
どお
り

引き続き、区立児童発達支援
センター内の発達障害者支援
室において、大人の発達障害
の相談・居場所支援・家族
会・講習会を実施します。

障害者福祉課

精神疾患等を有する生活保護受給者に対し
て、精神保健福祉士が様々な支援を実施し
ます。

100

ケースワーカー、相談員、嘱託医
等と連携し、生活保護受給中及び
生活保護相談中の88人に対して支
援しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、自立に
向けた個別支援を行います。

障害者に対する虐待の防止及び早期発見を
図るため、障害者本人や家族等からの相談
を受けるとともに、障害者に対する虐待の
禁止、障害者虐待に関する知識の普及・啓
発を行い、障害者及びその家族が安心して
生活できるような地域環境の整備を行いま
す。また、保健・医療・福祉等の関係機関
と連携を図り、障害者の保護者及び自立の
ための支援や養護者に対する支援を行いま
す。

100

障害者の虐待通報や相談に応じ、
子ども家庭支援センターや児童相
談所等の関係機関と連携を図り、
虐待の相談者への支援や養護者に
対する支援を実施しました。
また、個別の相談事例に対し、関
係機関で支援の方向性や方針を話
し合うために個別支援会議を実施
しました。

当初
計画
どお
り

今年度も引き続き、障害者の
虐待通報や相談に応じ、子ど
も家庭支援センターや児童相
談所等の各関係機関と連携を
図り、虐待の相談者への支援
や養護者に対する支援を実施
します。
また、各関係機関と連携を強
化し、早期発見、早期対応に
努めます。

障害者住宅

区民向け住宅（区営住宅、特定公共賃貸住
宅、区立住宅）の住宅使用料については、
婚姻歴のないひとり親世帯であって、児童
扶養手当の受給者の場合、寡婦（寡夫）控
除の適用があるとみなして住宅使用料を算
定します。

100
令和4年3月末時点で、対象者はい
ません。

当初
計画
どお
り

今後障害者住宅の入居者が対
象となった場合は、事業内容
のとおり対応します。

障害者福祉課

こども療育事業
（こども療育パオ）

心身に障害のある、またはその傾向にある
乳幼児・児童を対象に、通園、指導等の適
切な療育を行うことにより、心身の豊かな
成長を促し、日常生活に必要な能力を育成
します。

100

令和２年４月に児童発達支援セン
ターを開設し、こども療育事業を
移管しました。児童発達支援セン
ターは、地域療育の中核施設とし
て、総合相談（児童福祉法のサー
ビス外の区単独事業として）及び
児童福祉法のサービス内である障
害通所支援事業を実施し、障害児
やその家族を支援しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童発達支援セン
ターにおいて、地域療育の中
核施設として、総合相談（児
童福祉法のサービス外の区単
独事業として）及び児童福祉
法のサービス内である障害通
所支援事業を実施し、障害児
やその家族を支援します。

障害者福祉課

生活福祉調整
課

家計改善支援事業
生活困窮世帯に対し、家計の管理や債務整
理、滞納等に関する助言や情報提供、関係
機関の紹介や同行などを行います。

生活保護受給者等メ
ンタルケア支援事業

障害者福祉課

障害者虐待防止・養
護者支援事業

100

専門の相談員や就労支援員などに
よる支援を実施しました。令和3
年度は4人に対して支援を実施し
ました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、本人の
状況に応じて必要な支援を行
います。

新産婦や新生児、乳幼児に対して、支所保
健師や委託した助産師が家庭訪問し、乳児
に発育状況や母親の健康状態の確認、栄
養・生活環境の相談、子育て情報の提供等
を実施します。

101

妊婦訪問24件、新生児訪問1,659
件、ママの健康相談81件実施し、
令和２年度より訪問件数は増加し
ました。妊娠時からの訪問及び助
産師窓口における電話・面接によ
る相談のほか、支所保健師や医療
機関等との連携により、重層的か
つ継続的に相談を受けることがで
き、新生児訪問の実施率の増加に
つながりました。

当初
計画
どお
り

妊娠届出時や母親学級、両親
学級等で出生通知書の提出と
新生児訪問の周知を図り、訪
問数の増加をを目指します。
令和４年８月からの福祉総合
窓口の開始にあたり、地区担
当保健師との連携の在り方に
ついて再考し、妊娠期から産
後まで、母子の心身状態に応
じた適切な支援が一貫して実
施できるように取り組みま
す。

生活福祉調整
課

健康推進課

生活困窮者自立相談
支援事業

生活困窮世帯に対して、失業等による経済
的な問題と合わせ、生活上の悩み、家族の
問題、健康上の悩みなどの課題を、相談支
援員が寄り添いながら一緒に問題解決を図
ります。

100

個々の状態にあった支援計画を作
成し支援しました。令和3年度は
519人に対して相談受付をしまし
た。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、自立ま
でを包括的・継続的に支援し
ます。

生活福祉調整
課

こんにちは赤ちゃん
訪問事業
（妊産婦訪問事業を
含む）

29 



港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

14

15

16

17

18

19

20

21

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に心疾患、
膠原病など小児慢性疾患のた
めの保険医療費の自己負担分
の助成を行います。

健康推進課

はじめての離乳食教
室

5か月の乳児をもつ保護者を対象に、離乳
食の作り方、子どもの成長に伴う食の考え
方、保護者の健全な食生活のあり方等につ
いて調理実演、講義を交えた講習会を開催
します。

101

新型コロナウイルス感染拡大の防
止のため、毎月２回（同日開催）
予約制で、定数を減らし、5か月
の乳児をもつ保護者を対象に、離
乳食の作り方、子どもの成長に伴
う食の考え方、保護者の健全な食
生活のあり方等講義形式で開催し
ました。

当初
計画
どお
り

令和３年度と同様に、毎月２
回予約制で（同日開催）実施
予定です。

健康推進課

乳幼児健康診査

乳幼児に対する健康診査を行い、その保護
者に適切な保健指導を実施することによ
り、乳幼児の健康を保持します。毎月健診
日を定め健診を行い、必要な人に対し経過
観察児健診や専門医療機関の受診を勧奨し
ます。また、育児不安の軽減や虐待防止の
ための育児相談を実施しています。発達障
害児の早期発見・支援のため、スクリーニ
ングを実施しています。

101

乳幼児健康診査の受診率は、３．
４か月健康診査（医療機関委託）
91.6％、１歳６か月児健康診査
（内科健診を医療機関委託）
92.7％、３歳児健康診査（直営）
82.5％でした。
各健診にて経過観察児健診や医療
機関の受診を勧奨しました。ま
た、育児不安や虐待防止のための
育児相談の実施、健診での発達障
害でのスクリーニングを実施し、
必要なサービスにつなげました。

当初
計画
どお
り

令和３年度に引き続き、乳幼
児健康診査を実施するととも
に、特に３歳児健診の受診率
の向上のため、午前中の健診
を実施するなど、区民が受診
しやすい工夫を行います。

小児慢性特定疾病医
療費助成

慢性疾患に罹っていることにより、長期に
わたり療養を必要とする児童等の健全な育
成を図るため、当該疾患の治療法に関する
研究などに資する医療の給付、その他の事
業を行います。

101

小児慢性疾患のための保険医療費
の自己負担分の助成を行いまし
た。令和3年度は95件の申請（保
険変更等は含まず）がありまし
た。

精神保健福祉事業

こころの病気や精神的な問題を抱える人及
び、その家族に対する相談・助言を行って
います。
精神科医による相談：月4回　面接又は訪
問による相談を実施しています（予約制）
保健師による相談：随時電話、面接等を実
施しています。また必要に応じて、各地区
総合支所の保健師による訪問を行っていま
す。

101

令和3年度、精神科医による相談
は延べ91件ありました。
また、保健師全体での面接・電話
相談等は8,289件、訪問は603件で
した。

当初
計画
どお
り

令和4年度も引き続き精神科
医による相談を月4回、保健
師による随時の相談等を行い
ます。

育成医療

障害のある児童に対して、専門的かつ適切
な医療を実施し、療育に必要な給付を行い
ます。また、医療、療育に関する負担の軽
減を図り、区民が安心して子どもを育てる
ことが出来る環境の整備を図ります。

101

身体に障害のある児童に対して、
日常生活に必要な能力を得るため
に必要な医療の給付を行いまし
た。令和3年度は5件の申請で3件
を認定しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に身体に障
害のある児童に対して日常生
活に必要な能力を得るために
必要な医療の給付を行いま
す。

健康推進課

健康推進課

健康推進課

健康推進課

妊婦健康診査

母子健康手帳とともに、妊婦健診費等の一
部を助成する受診券（妊婦健康診査14回、
超音波健康診査2回）を交付します。また
健康診査の結果、精密検査が必要な人に対
して、保健医療の自己負担分を助成する
「精密健康診査受診票」を交付します。

102

妊婦の経済的負担の軽減を図り、
妊婦・胎児の健康確保と安全で安
心な出産を迎えられるよう健康診
査を実施しました。令和3年度妊
婦健診の受診数は、1回目2,492
回、2回目以降26,625回でした。

当初
計画
どお
り

前年度同様に医療機関に委託
して、妊婦健康診査を実施
し、都外医療機関で受診した
妊婦健診の一部助成も継続し
ます。また、多胎児妊婦の健
診回数拡大も継続します。

すこやかちゃんフッ
素塗布事業
（乳幼児歯科健診）

年度内に満4・5・6歳の誕生日を迎える児
童を対象に受診券を送付し、フッ素塗布・
歯科健診・歯科保健指導を行います。

101

年度末年齢４、５、６歳の児童
は、乳歯が生え揃い、永久歯が生
え始める時期にあたり、この時期
からのむし歯予防が重要なため、
区内の歯科医療機関で年１回、歯
科健診、歯科保健指導、フッ素塗
布を受けられる歯科保健事業を実
施しました。

当初
計画
どお
り

令和３年度と同様に、６月か
ら12月の期間中に年１回受
診できるフッ素塗布事業を実
施予定です。

健康推進課

養育医療

未熟児は一般の新生児に比べて機能が未熟
であり、疾病にも罹りやすく、生後速やか
に適切な処置を講ずる必要があります。そ
のため、養育に必要な費用を一部を助成す
ることにより、経済的負担の軽減を図り、
区民が安心して子どもを育てることが出来
る環境の整備を図ります。

102

医療を必要とする未熟児に対して
医療費助成を行いました。令和3
年度は46件の申請（住所変更等は
含まず）がありました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に未熟児で
指定養育医療機関の医師が入
院を必要と認めた乳児（1歳
未満）に対し、入院医療費等
の助成を行います。

健康推進課
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

22

23

24

25

26

27

28

29

母子等緊急一時保護
事業

緊急に保護を必要とする母子及び女性等が
適切な施設に入所できない場合、指定施設
で一時的な保護を行います。

103
DV被害者等の母子の安全を図り、
自立を支援するため、緊急一時保
護を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、DV被害者等の母
子の安全を図り、自立を支援
するため、緊急一時保護に取
り組みます。

児童館・子ども中高
生プラザ・児童高齢
者交流プラザ
（学童クラブを含
む）

児童の健全な育成を図るため、主として18
歳未満の児童が自由に来館できる施設で
す。また、施設内に学童クラブが併設され
ています。

103

児童館・飯倉学童クラブ：5、子
ども中高生プラザ：6、児童高齢
交流プラザ：1において、新型コ
ロナウイルス感染症の感染対策を
取りながら、自由に過ごすほか、
専任の指導員により、様々な行事
や各種グループ活動を実施しまし
た。
施設内学童クラブは、合計1,237
人の定員を設け、3月末で1,206人
が入会しています。
令和3年度の児童館・子ども中高
生プラザ等は、33,347人が利用し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、新型コロナ感染症
の感染対策を取りながら、
18歳未満の児童が自由に来
館し、過ごせる場を提供して
いきます。
施設内学童クラブは、学童ク
ラブ専門館の１館廃止に合わ
せて、定員を1287人とし、
50人定員を増やします。

子ども家庭課

子ども家庭支
援センター

子ども家庭支
援センター

家庭相談センター事
業
（母子・父子福祉相
談、女性相談）

母子・父子自立支援員を配置し、自立に努
める母子・父子家庭の母親・父親・寡婦を
援助します。

102

家庭相談センター（配偶者暴力相
談支援センター）における女性福
祉相談・家庭相談を、子ども家庭
支援センターの相談業務に統合
し、ワンストップで総合的に支援
できる体制を整備しました。相談
員が自立に努める母子家庭等のDV
相談など困難な問題を抱える家庭
の相談に対応しました。

当初
計画
どお
り

配偶者からの暴力の相談、緊
急時における安全の確保、自
立生活促進のための情報提供
や援助など、引き続き、母
子・父子家庭の援助に取り組
みます。

子ども家庭支
援センター

親子ふれあい助成事
業

子ども家庭支
援センター

ひとり親家庭または区で定めた基準所得内
の両親家庭の親子を対象にレクリエーショ
ンにふさわしい日帰り施設を指定し、低額
な料金で利用できるようにすることによ
り、子どもの心の成長を促し、児童の健全
育成を図ります。

102

令和２年度末で廃止
利用実績や施策の目的を実現する
手段として十分機能していない現
状を踏まえ廃止。令和２年度事務
事業評価「廃止」。

当初
計画
どお
り

事業廃止

新生児聴覚検査の費
用助成

新生児聴覚検査の費用の一部助成をする受
診票を交付します。新生児聴覚検査で精密
健康診査を要すると判断された場合は、保
険医療の自己負担分を助成する「精密健康
診査受診票（新生児聴覚用）」を交付しま
す。

102

新生児聴覚検査を実施し、聴覚障
害の早期発見及び早期療育を図り
ました。令和3年度新生児聴覚検
査の受診数は、1,936件でした。

当初
計画
どお
り

令和３年度同様に医療機関に
委託して、新生児聴覚検査を
実施し、都外医療機関で受診
した新生児聴覚検査の一部助
成も継続します。

母子生活支援施設

配偶者がいない女性で、その養育している
児童が生活上の問題を抱えているなどの理
由で十分な養育が出来ない場合、居室の提
供及び母子指導員による生活指導等を行い
ます。

102

令和３年４月に開設した区立母子
生活支援施設「メゾン・ド・あじ
さい」において、様々な事情によ
り養育が困難となった母子を保護
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区立母子生活支援
施設「メゾン・ド・あじさ
い」において、様々な事情に
より養育が困難となった母子
を保護し、自立に向けた支援
に取り組みます。

療育給付

結核に罹っている児童に対して、専門的か
つ適切な医療を実施し、療育に必要な給付
を行います。また医療、療育に関する負担
の軽減を図り、区民が安心して子どもを育
てることの出来る環境の整備を図ります。

102
令和3年度の申請はありませんで
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、結核に罹って入院
している児童に対して、専門
の医療の給付と入院期間に必
要な日用品、学用品の給付を
行います。

子ども家庭支
援センター

健康推進課

ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス

ひとり親家庭において、一時的な傷病など
で育児や家事等の日常生活に支障がある場
合にヘルパーを派遣します。

102

１か月あたりの利用回数制限の撤
廃や派遣依頼方法を事業者に直接
依頼できる方法に変更するなど、
見直しを行い実施しました。

当初
計画
どお
り

令和３年度の利用実績を踏ま
え、ひとり親家庭の父または
母への家事援助・育児援助
サービスを実施します。

健康推進課
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

青少年対策地区委員会と区の共催で、夏休
みにキャンプを行います。

103

例年、山梨県小菅村平山キャンプ
場で5地区ごとに2泊3日の宿泊
キャンプを実施していましたが、
令和3年度は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、中
止しました。

未実
施

新型コロナウイルス感染症の
感染状況を確認し、感染防止
策を講じて代替実施に向けて
検討を進めます。

子ども家庭課

生活福祉調整
課（子ども家
庭課）

障害児夏季休業日支
援

保護者の就労等により家庭で保護を受けら
れない障害児を対象に、児童館等におい
て、夏季休業日等に適切な遊び及び生活の
場を提供します。

103

港区在住または港区内中学校・高
等学校に在籍する障害児を対象
に、夏季休業日等に児童館等の児
童施設において、利用時間を拡大
して児童を受け入れました。

当初
計画
どお
り

引き続き、夏季休業日等に児
童館等の児童施設において、
適切な遊び及び生活の場を提
供していきます。

青少年問題協議会

青少年問題に対処するために設置された区
長の付属機関として「港区青少年健全育成
活動方針」を策定するとともに、関係機関
と地域活動組織等の連絡調整を行います。

103

区内青少年団体等の「港区青少年
健全育成活動方針」に係る意見を
集約し、あらたに「港区青少年健
全育成活動方針」を策定しまし
た。幹事会1月11日、協議会1月27
日開催。活動方針リーフレットを
区立小・中学校、幼稚園、保育
園、学童クラブ等に配布しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、「港区青少年健全
育成活動方針」を策定すると
ともに、関係機関と地域活動
組織等の連絡調整を行ってい
きます。

子ども家庭課

子どもの居場所づく
りチャレンジ事業

各子ども中高生プラザ及び児童高齢者交流
プラザにおいて、協働と参画により、それ
ぞれの施設が従来の子どもの遊びと生活の
場の提供から一歩踏み出した事業を実施し
ます。

103

令和元年度の事務事業評価で、子
ども中高生プラザ等の本来業務と
の違いが分からない等の理由によ
り指定管理業務と統合することと
なったため、子ども家庭支援部か
ら各総合支所へ事務移管し、子ど
もの居場所づくりチャレンジ事業
は廃止しました。

当初
計画
どお
り

事業廃止

子ども110番
子どもが不審者等から追いかけられた場合
に、子ども110番協力者が子どもを保護
し、警察や保護者に通報します。

103

子ども110番協力者1,198件が、協
力者シールの貼付により、子ども
たちが駆け込める場所を確保する
とともに、区立小学校通学区域ご
との協力者マップを作成し、区立
小学校等に配布しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、新規協力者を開拓
していくことにより、子ども
たちの安全を図ります。

子ども家庭課

子ども家庭課

ひきこもり対策

東京都の「ひきこもりサポートネット事
業」及び関係課と連携し、ひきこもり相談
に対応します。また、保健所と共催で、ひ
きこもりに関する「子ども・若者講演会」
を開催します。

103

東京都の「ひきこもりサポート
ネット事業」を必要な方には紹介
し保健所と連携して相談対応を
行っております。令和3年度に
「ひきこもり」をテーマにした講
演会を保健所で実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、関係課で連携しひ
きこもり相談に対応してまい
ります。

子ども家庭課

みなとキャンプ村

放課GO→クラブ・学
童クラブ

放課後等に学校施設を活用し学習、スポー
ツ、遊びなどの活動を行います。また、学
校施設や民間ビル等を活用し保護者が就労
等の理由で保護を受けられない児童に対
し、適切な遊び及び生活の場を提供しま
す。

子ども家庭課103

放課GO→クラブ：16、学童クラブ
専門館：8で、合計2,990人の学童
クラブ定員を設け、3月末で874人
が入会しています。
学童クラブ専門館の新橋学童クラ
ブは、３月末で廃止。

当初
計画
どお
り

新たに放課GO→クラブしば
はまを開設し、放課GO→ク
ラブ：17、学童クラブ専門
館：7において、定員を
3,030人とし、40人増やしま
す。

青少年対策地区委員
会活動支援

区立中学校区域ごとに設置され、地域にお
ける青少年対策の推進母体である青少年対
策地区委員会の活動を支援します。

103

担当者会4月8日、会長会11月30日
開催。
組織活動補助金を10地区に交付し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、担当者会、会長会
での情報交換を実施するとと
もに、組織活動補助金の交付
により、青少年対策地区委員
会の活動を支援していきま
す。

子ども家庭課

子ども会活動助成
港区子ども会連合会に加盟する子ども会に
指導者謝礼を助成し、年１回の子ども会連
合会統一事業を共催で開催します。

103

加盟子ども会：3団体
子ども会連合会統一事業：11月14
日(日)開催、219人参加

当初
計画
どお
り

引き続き、子ども会に指導者
謝礼を助成し、年１回の子ど
も会連合会統一事業を共催で
開催していきます。

子ども家庭課
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39

40

41

42

43

44

45

46

子ども家庭支援セン
ター事業

子どもと子育てに関する総合相談、子育て
講座の開催、子育てサークル等の支援を行
います。

104

専門相談への相談件数は、心理士
相談が1,185件、保健師相談が278
件ありました。
令和３年度から委託事業となった
「親子ふれあいひろば」では、ス
タッフや子育て・まちづくり支援
プロデューサーが中心となり、親
子参加型のプログラムを毎日実施
しました。

当初
計画
どお
り

子育て家庭の支援ニーズを把
握し、引き続き、子どもと子
育てに関する総合相談、子育
て講座の開催、子育てサーク
ル等の支援を行います。

一時保育
在宅で育児をしている方が、仕事、出産等
やむを得ない場合またはリフレッシュした
いときなど、一時的に保育します。

要保護児童対策地域
協議会事業

児童に関する地域の様々な関係機関が連携
し、ネットワークを構築することで児童虐
待の未然防止や要保護児童等の早期発見及
び適切な支援を図ります。
また、児童虐待防止等の啓発活動を実施す
るなど、児童虐待対策を推進します。

104

関係機関との連携強化に向け、要
保護児童対策地域協議会代表者会
議を２回、実務者会議を１回、個
別ケース会議を56件実施しまし
た。
子どもを守る地域ネットワーク巡
回事業では、公立・私立認可保育
園、公立・私立幼稚園、公立小中
学校、児童館等の213か所を延べ
425回訪問しました。

当初
計画
どお
り

令和３年４月に開設した港区
児童相談所や、関係機関との
連携強化に向け、要保護児童
対策地域協議会代表者会議、
実務者会議を開催し、適宜個
別ケース会議を実施します。
また、子ども家庭支援セン
ターの職員が関係機関を訪問
し、直接、課題や不安を抱え
る家庭の情報を収集します。

子ども家庭支
援センター

養育支援訪問事業
養育の支援が必要と判断した世帯に対し
て、養育に関する専門的な指導及び助言に
基づき、必要な支援を行います。

104

養育に関する専門的な指導及び助
言に基づき、必要な支援を行いま
した。令和３年度は5家庭、103回
の利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、支援が必要な家庭
を把握し必要な支援を見極
め、提供していきます。

子ども家庭支
援センター

104

在宅の子育て支援策として、専業
主婦家庭等の育児疲れ解消や断続
的な勤務・短時間勤務等に対応す
るための一時保育を実施しまし
た。令和３年度は2,953名利用し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、一時保育について
利用案内を推進するととも
に、利用件数の多い施設に対
してはキャッシュレス化を進
めて利便性の向上に努めま
す。

子ども家庭支
援センター

在宅子育て家庭の親子を対象に、育児不安
の解消を図るために、育児相談を受け、子
育ての情報を提供するとともに、「園庭解
放」、「保育園であそぼう」などの事業を
実施します。

104
令和３年度の「保育園であそぼ
う」の利用者は640人、園庭開放
は60人でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、「保育園であそぼ
う」や「園庭開放」を通し
て、親子で遊ぶ場や育児情報
の提供をするとともに育児相
談に応じ、在宅子育て家庭の
育児不安の解消を図ります。

保育課

保育課

居宅訪問型保育事業
（障害児訪問事業）

医療的ケアが必要で傷害、疾病等の程度を
勘案して集団保育が著しく困難である幼児
の居宅において、１対１の保育を行いま
す。

104

医療的ケアが必要な幼児の居宅に
おいて１対１の保育を行いまし
た。令和３年度は３名利用しまし
た。

当初
計画
どお
り

今後は、医療的ケアが必要な
園児が障害、疾病の程度に応
じて安心して保育を受けるこ
とができるように事業者に働
きかけていきます。

保育課

在宅子育て家庭への
支援

保育園
（認定こども園、地
域型保育事業、港区
保育室、認証保育所
を含む）

保護者が仕事や病気など、保育の必要性に
応じた認定を受けたとき、保護者に代わっ
て児童を保育します。

104

令和３年度 区立保育園２２園、
私立５９園、保育室１３か所、地
域型保育事業１２か所、認証保育
所１９か所

当初
計画
どお
り

引き続き、保護者が仕事や病
気など、保育の必要性に応じ
た認定を受けたとき、保護者
に代わって児童を保育しま
す。

保育課

保育課

病児・病後児保育
乳幼児が病気の回復期等にあるため、集団
保育の困難な期間、病児・病後児保育室に
おいて一時保育します。

104

令和３年度病児・病後児保育室の
利用実績は、3548人でした。訪問
型病児・病後児保育利用料助成
は、102件の申請がありました。

当初
計画
どお
り

今後は、予約システムなどの
利用を継続し、病児・病後児
保育室の利用を引き続き促進
します。訪問型病児・病後児
保育利用助成についても、保
護者の経済的な負担軽減を図
ります。
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47

48

49

50

51

52

53

54

0歳から小学6年生までの児童の育児支援が
必要な人と育児の協力をする人をマッチン
グし、子育て支援をおこないます。

105

仕事と育児の両立及び地域の子育
て支援等のための環境整備を図り
ました。依頼会員は1,039人、提
供会員は139人、活動件数は3,509
件でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育て支援員研修
と連携し、提供会員を増やし
ながら、育児支援と育児協力
のマッチングを推奨します。

子育てコーディネー
ター事業

区内在住の児童及びその保護者、妊婦を対
象に、子育てや子どもの成長発達に関する
悩みや不安に寄り添い、相談・支援を行
い、適切な専門機関や行政サービスにつな
げます。

104

令和3年度は4,164件の相談があ
り、相談の多くは「育児・しつ
け」「保険・健康」などに関わる
内容でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、区内在住の児童及
びその保護者、妊婦を対象
に、子育てや子どもの成長発
達に関する悩みや不安に寄り
添い、相談・支援を行い、適
切な専門機関や行政サービス
につなげます。

子ども家庭支
援センター

子ども家庭支
援センター

ソーシャルワーク業
務
（要保護児童等の相
談、支援）

児童虐待をはじめとする要保護児童等に関
する相談・通告を受け、子どもの安全確認
や調査を迅速に行い、対応します。関係機
関との情報共有や、子どもとの面接、家庭
訪問などにより、養育状況を把握し、必要
な支援につなげます。
また、要保護・要支援家庭の保護者に対
し、医療機関と連携した保護者支援プログ
ラムを実施し、より専門的に支援します。

104

令和3年度新規相談受理件数は、
2048件。その内、被虐待相談件数
は、1075件でした。
令和3年度から、虐待の相談・通
告は受付後、児童相談所ととも
に、全ケースのリスク評価を実施
し、対応機関を決定し、子どもの
安全確認や調査を迅速に行ってい
ます。
関係機関との情報共有や、保護
者、子どもとの面接、家庭訪問な
どにより、養育状況を把握し、必
要な支援につなげました。

当初
計画
どお
り

児童虐待をはじめとする要保
護児童等に関する相談・通告
を受け、子どもの安全確認や
調査を迅速に行い、養育状況
を把握し、必要な支援につな
げます。
要保護・要支援家庭の保護者
に対し、医療機関と連携した
保護者支援プログラム等を実
施するなど、児童の養育が困
難な要支援家庭等への支援策
を充実させることで、児童虐
待の未然防止を図ります。

子ども家庭支
援センター

子育てひろば・乳幼
児一時預かり

地域の子育て家庭の親とその子どもが集え
る場所を提供し、相互交流の促進や育児不
安等に関する相談、援助を行います。ま
た、理由を問わず乳幼児を一時的に預かり
ます。

105
子育てひろば事業を区内19か所、
また、乳幼児一時預かり事業を区
内18箇所で、実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育てひろば事
業、一時預かり事業を実施し
ていきます。
また、港南四丁目保育室跡地
において、新たに乳幼児一時
預かり事業を実施します。

子ども家庭支
援センター

子ども相談ねっと事
業

区内在住の児童を対象に、スマートフォ
ン・携帯電話・パソコンを使って、困りご
とや不安、悩みを24時間受け付け、原則
2、3日以内（遅くとも1週間以内）に回答
します。

105

令和3年度の相談数は新規相談者
数30人、やりとり回数134回、総
登録者数205人でした。相談内容
は「友達関係」「心の悩み」が多
く、学年別で見ていくと小学３年
生から中学３年生が中心となって
います。

当初
計画
どお
り

相談の回答では、やり取りを
繰り返す中で子どもに寄り添
い、悩みに共感し、いくつか
のアドバイスを投げかけ、子
ども自身で答えを探してもら
えるよう、子ども達が悩みを
乗り越えていく応援をしてい
ます。

子ども家庭支
援センター

育児サポート事業
(育児サポート子む
すび）

引き続き、子育てひろば事
業、一時預かり事業等の各事
業を実施していきます。

子ども家庭支
援センター

派遣型一時保育

保護者の事情により、一時的に保育が必要
となる場合等に、児童の自宅等に保育者
（子育て支援員）を派遣して保育を行いま
す。

105 12,971件の利用がありました。

当初
計画
どお
り

みなと子育てサポー
トハウス事業

子育てひろば事業や一時預かり事業、様々
な子育て講座、子育て関連情報の提供など
を実施します。また、子育てを支援する人
材を育成し、地域における子育て家庭の交
流を支援します。

105

子育てひろば事業は7,763名、一
時預かり事業は3,241名が利用し
たほか、子育て支援員研修に48名
が受講し修了しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育て支援員を育
成し、一時的に保育が必要と
なる保護者へ一時保育を提供
します。

子ども家庭支
援センター

みなと子育て応援プ
ラザ（Pokke)

さまざまな子育てに関するニーズに対応す
るため、子育てひろば事業や一時預かり事
業の実施のほか、生後6か月から15歳（中
学3年生）までの子どもを夜間に預かるト
ワイライトステイ事業、生後10か月から15
歳（中学校3年生）までの子どもを宿泊を
伴い預かるショートステイ事業を実施しま
す。また、特に支援が必要な要支援家庭を
対象に、最長14日間のショートステイ事業
を実施します。

105

子育てひろば事業は13,635名、一
時預かり事業は5,312名が利用し
たほか、ショートステイ事業は
1,140名、トワイライトステイ事
業は677名の利用がありました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子育てひろば事
業、一時預かり事業等の各事
業を実施していきます。

子ども家庭支
援センター
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55

56

57

58

59

60

61

62

みなと保育サポート
事業

パートタイム、育児短時間勤務等、家庭に
おける保育が困難となる児童を対象とし
て、1日8時間以内で、1か月160時間を上限
に必要な保育を実施します。

105

区内５か所で事業を実施しまし
た。定期利用保育は延べ11,163
人、スポット利用保育は延べ
2,130人の利用がありました。												

当初
計画
どお
り

引き続き、区内５か所でみな
と保育サポート事業を実施し
ます。

子ども家庭支
援センター

乳幼児ショートステ
イ事業

保護者が疾病や出産・仕事・家族の介護等
により、乳幼児を養育することが困難な場
合に、児童福祉施設で、短期間（7日間）
宿泊を伴う養育を行います。

105
区内３か所でショートステイ事業
を実施し、1,573日の利用があり
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区内３か所で乳幼
児ショートステイ事業を実施
します。

子ども家庭支
援センター

出産・子育て応援
メール配信事業

区内在住の妊婦と家族、3歳未満の乳幼児
の家族等を対象に、妊娠・出産・子育てに
関する情報と区の情報を定期的にメールで
配信します。

105
令和４年３月末時点の登録アドレ
スは、妊娠期は166件、出産後は
1,462件、合計1,628件でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、出産・子育て応援
メール配信事業を実施してい
きます。

子ども家庭支
援センター

産前産後家事・育児
支援事業

区内在住の妊娠中又は出産直後に日常生活
にお困りの家庭に対して、ホームヘルパー
又は母子専門の支援員「産後ドゥーラ」が
訪問し、家事又は育児支援を行います。

106

産後ドゥーラの利用可能時間数を
９時間から15時間に拡充しまし
た。
また、必要な時に必要な時間数利
用できるよう、港区母子専門支援
員養成講座受講費助成事業を実施
し、９名に助成を行いました。

当初
計画
どお
り

妊娠中及び出産直後に日常生
活でお困りの家庭が、必要な
時に必要な時間数利用できる
ように、引き続き、港区母子
専門支援員養成講座受講費助
成事業を実施し、本事業で活
動する産後ドゥーラを増やし
ます。

子ども家庭支
援センター

親支援プログラム

ファシリテーターとともに、少人数の保護
者のグループの中で自らの子育てを振り返
りながら、安心して子育てができる方法を
考える講座を実施しています。

106

子ども中高生プラザ３か所と子ど
も家庭支援センターで、未就学児
の保護者を対象に親支援プログラ
ムを実施し、延べ182人が参加し
ました。

当初
計画
どお
り

子ども中高生プラザ等区内の
子育て支援施設７か所で、未
就学児の保護者を対象に、親
支援プログラム（ノーバ
ディーズ・パーフェクト又は
ポジティブ・ディシプリン）
を実施します。

子ども家庭支
援センター

住宅課

港区地域こぞって子
育て懇談会

港区の子育て・子育ち環境向上のため、子
育て当事者と子育て支援者、学生等がとも
にネットワークを作り、多様な課題提起と
対話の場を提供します。

106

月１回、子育てをしている人や子
育て支援を行っている人を対象
に、オンラインおしゃべり会を実
施しました。また、港区地域こ
ぞってネットワーク会議（出席者
46名）及び港区地域こぞって子育
て懇談会（出席者80名）を実施し
ました。

当初
計画
どお
り

コロナ禍においても、子ども
たちや子育てに携わる人たち
を支援する人や団体同士の
ネットワークを構築すること
で、港区の子育て環境の充実
に努めていきます。

子ども家庭支
援センター

産後要支援母子
ショートステイ

出産直後に、家族等から母体の回復及び育
児に係る援助を受けることができない等の
理由により、体調不良や子育てに対して強
い不安や孤立感を抱えるなど特に支援を要
する母子に対して、病院、助産院等に宿泊
して、母体及び乳児のケア、授乳指導、育
児相談等の支援を行います。

106

利用対象となる家庭はあったもの
の、家族の支援が得られることに
なったため、キャンセルとなり、
令和３年度の利用は0世帯でし
た。

当初
計画
どお
り

出産直後から、家族等の援助
を受けることができず、体調
不良、子育てに対して強い不
安や孤立感を抱えるなど特に
支援を要する母子に対して、
病院、助産院等に宿泊して適
切な支援を行います。母子の
愛着関係を形成し、自信を
持って育児に取り組むことが
できるようにすることで虐待
の未然防止を図ります。

子ども家庭支
援センター

区民向け住宅使用料
算定時の寡婦控除の
みなし適用

区民向け住宅（区営住宅、特定公共賃貸住
宅、区立住宅）の住宅使用料について、婚
姻歴のないひとり親世帯であって、児童扶
養手当の受給者の場合、寡婦（寡夫）控除
の適用があるとみなして住宅使用料を算定
します。

106

区民向け住宅（区営住宅、特定公
共賃貸住宅、区立住宅）の住宅使
用料について、婚姻歴のないひと
り親世帯であって、児童扶養手当
の受給者の場合、ひとり親控除の
適用があるとみなして住宅使用料
を算定しました。

当初
計画
どお
り

区民向け住宅（区営住宅、特
定公共賃貸住宅、区立住宅）
の住宅使用料について、婚姻
歴のないひとり親世帯であっ
て、児童扶養手当の受給者の
場合、ひとり親控除の適用が
あるとみなして住宅使用料を
算定します。
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（２）生活環境の安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

63

64

65

66

「学びの未来応援教員研修」とい
う名称ではありませんが、各小学
校生活指導主任を対象とした生活
指導主任会において、子ども家庭
支援センターや児童相談所との連
携や、支援を必要とする学力や親
子関係、療育に課題を抱えた児
童・生徒とその保護者の状況の的
確な把握の仕方等について研修を
実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、各小学校生活指導
主任を対象とした生活指導主
任会において、子ども家庭支
援センターや児童相談所との
連携や、支援を必要とする学
力や親子関係、療育に課題を
抱えた児童・生徒とその保護
者の状況の的確な把握の仕方
等について研修を実施しま
す。

教育人事企画
課

学びの未来応援家庭
教育講座

子育てや家庭学習定着等に関する講座の開
催により、家庭教育の啓発及び受講者同士
の交流を図ることで児童・生徒の養育環境
の改善を目指します。

106

令和４年１月２９日（土）にオン
ラインで開催した子ども家庭支援
センター主催の「地域こぞって子
育て懇談会」に、教育委員会とし
て保護者の参加を促し、学びの未
来応援家庭教育講座としました。

当初
計画
どお
り

引き続き、子ども家庭支援セ
ンターと連携し、家庭教育講
座の充実を図ります。具体的
には、子ども保幼小の連携も
踏まえ、幼児向けのハンド
ブックなどを活用し、家庭教
育の重要性を周知するととも
に、家庭教育の向上につなが
る取組を一層充実させます。

教育人事企画
課

学びの未来応援ケー
ス会議

学校で解決が図れない学力や家庭教育面で
支援を必要とする対象児童・生徒につい
て、教育心理学者、スクールソーシャル
ワーカー、弁護士、医師等で構成する会議
で解決方法を検討します。

106

令和３年度は、７月１２日、１２
月１３日、３月７日に実施しまし
た。７月　３ケース、１２月　３
ケース、３月　４ケース　計１０
ケースについて協議し、必要に応
じてスクールソーシャルワーカー
を派遣するなど、改善を図りまし
た。ケース会議の委員は、小児精
神科医・弁護士・子ども家庭支援
センター相談員・スクールソー
シャルワーカー・教育指導担当課
長の５名です。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童･生徒の行動
観察による、悩みや不安等の
心理的要因による問題行動の
発見と、その解決のために必
要な心理的援助及び教職員や
保護者に対する指導･助言を
行うために、各小中学校に区
費及び都費スクールカウンセ
ラーを配置します。また、学
校の要請に応じ、速やかにス
クールソーシャルワーカーを
派遣し、児童・生徒や保護者
の抱える悩みや不安に寄り添
うほか、福祉機関などの関係
機関と連携した支援体制を構
築します。

教育人事企画
課

引き続き、経済的問題や家庭
環境等に様々な問題を抱える
家庭についてのケース会議を
実施し、対象児童・生徒及び
家庭の抱える問題の改善を図
ります。また、今後は、１つ
のケースから把握できる課題
やニーズを他のケースにも当
てはめて必要な支援を事前に
講じるなど、一層の充実を目
指します。

教育人事企画
課

小・中学校スクール
カウンセラー及びス
クールソーシャル
ワーカー事業

各小・中学校にスクールカウンセラーを配
置し、学校教育相談体制の充実を図るとと
もに、各学校からの要請に応じて、スクー
ルソーシャルワーカーを派遣し、教育と福
祉の両面から、不登校や虐待などの問題解
決を図ります。

106

令和３年度は、区費スクールカウ
ンセラーと都費スクールカウンセ
ラーを配置しました。区費スクー
ルカウンセラーについては、児
童・生徒数に応じた配置日数を見
直すなど、効果的な支援が行うこ
とができるようにしました。
また、各小中学校からの要請を受
け、スクールソーシャルワーカー
を１１ケースに派遣し、４７０単
位（１単位３０分）対応しまし
た。

当初
計画
どお
り

学びの未来応援教員
研修

支援を必要とする学力や親子関係、療育に
課題を抱えた児童・生徒とその保護者の状
況を的確に把握し、必要な支援を早期に実
施できるよう教員を対象に研修を実施しま
す。

106
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

女性のための再就職
支援セミナー・就職
面接会

ハローワーク品川と共催で、女性を対象と
した再就職に向けてのセミナーと就職面接
会を開催します。

107

女性のキャリア支援を専門とする
コンサルタントを招き、再就職を
目指す女性を対象に５日間の就職
支援セミナーを実施しました。ま
た、セミナーの最終回には、仕事
と家庭の両立支援を掲げる企業に
よる就職面接会を実施しました。

当初
計画
どお
り

ニーズの高いテーマを設定
し、実効性のあるセミナーと
就職面接会を実施します。

産業振興課

事業内容

心身障害者福祉手当

児童育成（障害）手当受給者以外で一定の
障害の程度にある者及び難病医療費助成を
受けている者に対し、受給事由に応じて
15,500円、7,750円を支給します。

107

児童育成（障害）手当受給者以外
で一定の障害の程度にある者及び
難病医療費助成を受けている者に
対し、受給事由に応じて15,500
円、7,750円を支給しました。

当初
計画
どお
り

児童育成（障害）手当受給者
以外で一定の障害の程度にあ
る者及び難病医療費助成を受
けている者に対し、受給事由
に応じて15,500円、7,750円
を支給します。

障害者福祉課

障害児福祉手当
20歳未満で、常時介護（原則医師の診断書
に基づき判定）を必要としている者に月額
14,850円の手当を支給します。

107

20歳未満で、常時介護（原則医師
の診断書に基づき判定）を必要と
している者に月額14.880円の手当
を支給しました。

当初
計画
どお
り

20歳未満で、常時介護（原
則医師の診断書に基づき判
定）を必要としている者に月
額14.850円の手当を支給し
ます。

障害者福祉課

障害者総合支援法自
己負担金軽減事業

複数の障害サービス等の利用者に対し、利
用者負担額の軽減を行います。

107

世帯における利用者負担額が基準
額を超過した者に対して、申請に
基づき、給付費を償還払いしまし
た。

当初
計画
どお
り

世帯における利用者負担額が
基準額を超過した者に対し
て、申請に基づき、給付費を
償還払いします。

障害者福祉課

重度心身障害者手当

常時複雑な配慮を必要とする精神症状を有
する知的障害、重度の身体及び知的障害、
重度の肢体不自由の者に対し、月額60,000
円の手当を支給します。

107

常時複雑な配慮を必要とする精神
症状を有する知的障害、重度の身
体及び知的障害、重度の肢体不自
由の者に対し、月額60,000円の手
当を支給しました。

当初
計画
どお
り

常時複雑な配慮を必要とする
精神症状を有する知的障害、
重度の身体及び知的障害、重
度の肢体不自由の者に対し、
月額60,000円の手当を支給
します。

障害者福祉課

生活保護事業
（児童養育加算）

第一子及び第二子の3歳に満たない児童に
対しては13,300円、3歳以上高等学校等修
了前の者については10,000円、第三子以降
は小学校修了前の児童は13,300円、小学校
修了後高等学校等修了前の児童は10,000円
支給されます。

107
子どもの人数及び年齢に応じて、
53人に対して支給しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活保護事業
（母子加算）

居宅基準として、児童1人は21,400円、2人
の場合に2,800円加算され、3人以上の場合
に1人増すごとに1,600円加算されます。

107
子どもの人数に応じて、53人に対
して支給しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施を予
定しています。

生活保護受給者への
就労支援事業

生活保護受給者に対して、就労支援員が就
労に関する様々な支援を行います。

107
生活保護受給中及び生活保護相談
中の人180人に対して支援し、43
人が就労しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に実施し、
経済的な自立と社会参加を促
進します。

生活福祉調整
課

求人開拓事業
生活保護受給者に対して、職業紹介を行い
ます。

107

求人開拓員を配置し、企業訪問等
により求人の申し込みを獲得しま
した。求人件数は307件ありまし
た。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、就労に
つなげます。

生活福祉調整
課

生活保護受給者等就
労促進事業

ハローワークと連携し、生活保護受給者、
生活困窮者の就労を支援します。

108

生活保護受給中、住居確保給付金
受給中及び生活保護相談中の人な
ど33人に対して支援し、10人が就
労しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、ハロー
ワークと連携し就労を支援し
ます。

生活福祉調整
課

生活保護受給者への
就労準備支援事業

就労に対する不安が大きかったり、他人と
のコミュニケーションが苦手なためすぐに
一般就労に就くことが難しいと見込まれる
生活保護受給者に対して、生活習慣の改善
や社会参加能力の向上などを図る支援を行
います。

108
生活保護受給者を対象に、就労支
援を7人、社会参加活動支援を6人
に対し、実施しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、計画的
かつ一貫的な支援を行いま
す。

生活福祉調整
課

生活福祉調整
課

6
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（３）経済的安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

11

12

13

14

15

16

17

18

ひとり親家庭自立支
援教育訓練給付金事
業

ひとり親家庭の父または母が、就労する際
に必要な対象講座を受講した場合に経費の
一部を支給します。

108

ひとり親家庭の自立支援教育訓練
給付金を２件支給し、ひとり親家
庭の経済的自立の促進を図りまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、ひとり親家庭の自
立支援教育訓練給付金の問い
合わせに迅速に対応し、ひと
り親家庭の就労支援に取り組
みます。

子ども家庭支
援センター

生活困窮者への就労
準備支援事業

就労に対する不安が大きかったり、他人と
のコミュニケーションが苦手なためすぐに
一般就労に就くことが難しいと見込まれる
生活困窮者に対して、生活習慣の改善や社
会参加能力の向上などを図る支援を行いま
す。

108
一般就労に従事する準備としての
基礎能力の形成について、2人に
対して支援を実施しました。

当初
計画
どお
り

令和3年度と同様に、計画的
かつ一貫的な支援を行いま
す。

生活福祉調整
課

ひとり親家庭就労支
援事業

産業カウンセラーの資格を有する就労支援
員が、キャリア・カウンセリングの手法で
面接を実施し、求職情報、区の制度、ハ
ローワークの制度等を情報提供し、就労支
援を行います。

108

令和元年度末で廃止
令和元年度まで、港区生活就労支
援センターと連携し、ひとり親家
庭就労支援事業を委託業務として
実施していましたが、令和２年度
より、業務委託から、区の常勤職
員及び会計年度任用職員による運
営に変更したため廃止しました。

当初
計画
どお
り

事業廃止
子ども家庭支
援センター

ひとり親家庭高等職
業訓練促進給付金等
事業

ひとり親家庭の父または母が、対象資格の
取得のため１年以上の養成機関に修学する
場合、高等職業訓練促進給付金を支給しま
す。

108

ひとり親家庭の高等職業訓練促進
給付金を３件支給し、就業訓練中
における生活の負担軽減を図りま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き、ひとり親家庭の高
等職業訓練促進給付金等の問
い合わせに迅速に対応し、ひ
とり親家庭の就労支援に取り
組みます。

子ども家庭支
援センター

児童扶養手当

離婚や死別等により、18歳年度末までの児
童（中度以上の障害の程度にある20歳未満
の児童を含む）を養育するひとり親または
養育者に手当を支給します。

108

離婚や死別等により、18歳年度末
までの児童（中度以上の障害の程
度にある20歳未満の児童を含む）
を養育するひとり親または養育者
に手当を支給しました。

当初
計画
どお
り

離婚や死別等により、18歳
年度末までの児童（中度以上
の障害の程度にある20歳未
満の児童を含む）を養育する
ひとり親または養育者に手当
を支給します。

子ども家庭課

学童クラブおやつ代
等助成

生活保護世帯を対象に、学童クラブのおや
つ代等を助成します。

108
生活保護世帯を対象に、学童クラ
ブのおやつ代等を助成しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、生活保護世帯を対
象に、学童クラブのおやつ代
等を助成します。

子ども家庭課

児童育成手当

離婚や死別等により、18歳年度末までの児
童を養育するひとり親または養育者に手当
を支給します（育成手当）。また、満20歳
未満の一定の障害がある児童の養育者に手
当を支給します（障害手当）。

108

離婚や死別等により、18歳年度末
までの児童を養育するひとり親ま
たは養育者に手当を支給しました
（育成手当）。また、満20歳未満
の一定の障害がある児童の養育者
に手当を支給しました（障害手
当）。

当初
計画
どお
り

離婚や死別等により、18歳
年度末までの児童を養育する
ひとり親または養育者に手当
を支給します（育成手当）。
また、満20歳未満の一定の
障害がある児童の養育者に手
当を支給します（障害手
当）。

子ども家庭課

ひとり親家庭等医療
費助成

ひとり親家庭等にかかる医療費のうち、世
帯の住民税課税状況により、本人負担分の
医療費の全部、または一部（但し、入院時
の食事療養標準負担額を除く）を助成しま
す。

108

ひとり親家庭等にかかる医療費の
うち、世帯の住民税課税状況によ
り、本人負担分の医療費の全部、
または一部（但し、入院時の食事
療養標準負担額を除く）を助成し
ました。

当初
計画
どお
り

ひとり親家庭等にかかる医療
費のうち、世帯の住民税課税
状況により、本人負担分の医
療費の全部、または一部（但
し、入院時の食事療養標準負
担額を除く）を助成します。

子ども家庭課
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

19

20

21

22

23

24

25

26

27

児童手当
区内に住所を有する児童の保護者が、中学
校修了までの児童を養育しているときに手
当を支給します。

109

区内に住所を有する児童の保護者
が、中学校修了までの児童を養育
しているときに手当を支給しまし
た。

当初
計画
どお
り

区内に住所を有する児童の保
護者が、中学校修了までの児
童を養育しているときに手当
を支給します。

子ども家庭課

港区女性福祉資金貸
付

寡婦・未婚女性などの配偶者のいない女性
や要保護女性に各種資金の貸付を行いま
す。

108

令和元年度末で廃止
昭和50年４月に東京都から区へ移
管されました。従来から、修学資
金の貸付が実績の大半を占めてき
ましたが、給付型奨学金の拡大や
高校修学費無償化により、必要性
が著しく低下しており、平成30年
度以降、新規の需要はありません
でした。本事業による各種資金
は、東京都社会福祉協議会の貸付
制度で、代替可能であること及び
区民のニーズが著しく低下してい
るため廃止しました。令和元年度
事務事業評価「廃止」。

当初
計画
どお
り

事業廃止
子ども家庭支
援センター

保育料（減免）

収入の減少、病気や災害等での特定の支出
の著しい増加などにより、保育料の支払が
困難になった場合、保育料の減額制度が適
用されることがあります。

109
保育料等の支払い軽減を図り、減
免制度を実施しました。令和３年
度の申請実績は10件でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、各家庭の経済的状
況に合わせて案内するととも
に、保育料等の支払い軽減を
図ります。

保育課

子ども医療費助成
子どもを養育している者に対し、保険診療
の自己負担分を助成します。

109
子どもを養育している者に対し、
保険診療の自己負担分を助成しま
した。

当初
計画
どお
り

子どもを養育している者に対
し、保険診療の自己負担分を
助成します。

子ども家庭課

産前産後・家事育児
支援事業

産前産後家事・育児支援サービス利用料
を、生活保護世帯は免除、住民税非課税世
帯は半額に減額します。

109

産前産後家事・育児支援サービス
利用料を、生活保護世帯は免除、
住民税非課税世帯は半額に減額し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、産前産後家事・育
児支援サービス利用料を、生
活保護世帯は免除、住民税非
課税世帯は半額に減額しま
す。

子ども家庭支
援センター

保育料　寡婦（寡
夫）みなし適用

婚姻暦のないひとり親世帯（児童扶養手当
受給者）において、保育料の税法上の寡婦
（寡夫）控除のみなし適用を行います。

109
保育料の税法上の寡婦（寡夫）控
除のみなし適用を令和３年８月分
まで実施しました。

当初
計画
どお
り

令和３年度から住民税法が改
正されたため、９月分以降の
適用はありません。

保育課

Pokkeトワイライト
ステイ・ショートス
テイ利用料減免

Pokkeで実施しているトワイライトステ
イ、ショートステイ利用料金を、生活保護
世帯は免除、住民税非課税世帯は半額に減
額します。

109

Pokkeで実施しているトワイライ
トステイ、ショートステイ利用料
金を、生活保護世帯は免除、住民
税非課税世帯は半額に減額しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、Pokkeで実施して
いるトワイライトステイ、
ショートステイ利用料金を、
生活保護世帯は免除、住民税
非課税世帯は半額に減額しま
す。

子ども家庭支
援センター

みなと保育サポート
利用料

生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税
のうち所得税割課税額が77,101円未満のひ
とり親世帯については、利用料を無料とし
ます。また、幼稚園、保育園等同一世帯の
2人以上の児童が利用している場合、2人目
以降の児童の利用料を無料とします。

109

生活保護世帯、住民税非課税世
帯、住民税のうち所得税割課税額
が77,101円未満のひとり親世帯に
ついては、利用料を無料にしまし
た。また、幼稚園、保育園等同一
世帯の2人以上の児童が利用して
いる場合、2人目以降の児童の利
用料を無料にしました。

当初
計画
どお
り

引き続き、生活保護世帯、住
民税非課税世帯、住民税のう
ち所得税割課税額が77,101
円未満のひとり親世帯につい
ては、利用料を無料としま
す。また、幼稚園、保育園等
同一世帯の2人以上の児童が
利用している場合、2人目以
降の児童の利用料を無料とし
ます。

子ども家庭支
援センター

乳幼児ショートステ
イ事業利用料減免

乳幼児ショートステイの利用料を、生活保
護世帯は免除、住民税非課税世帯は半額に
減額します。

109

乳幼児ショートステイの利用料
を、生活保護世帯は免除、住民税
非課税世帯は半額に減額しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、乳幼児ショートス
テイの利用料を、生活保護世
帯は免除、住民税非課税世帯
は半額に減額します。

子ども家庭支
援センター
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（３）経済的安定の支援

No. 事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課事業内容

28

29

30

31

32

33

34

派遣型一時保育（病
後児保育・新生児保
育）利用料助成

派遣型一時保育において、生活保護世帯及
び住民税非課税世帯が病後時保育・新生児
保育を利用した際、生活保護世帯は利用料
の金額（1か月上限10,000円）、住民税非
課税世帯は利用料金の1／2を助成（1か月
上限10,000円）します。

109

派遣型一時保育において、生活保
護世帯及び住民税非課税世帯が病
後時保育・新生児保育を利用した
際、生活保護世帯は利用料の金額
（１か月上限10,000円）、住民税
非課税世帯は利用料金の1/2を助
成（１か月上限10,000円）しまし
た。

当初
計画
どお
り

引き続き、派遣型一時保育に
おいて、生活保護世帯及び住
民税非課税世帯が病後時保
育・新生児保育を利用した
際、生活保護世帯は利用料の
金額（１か月上限10,000
円）、住民税非課税世帯は利
用料金の1/2を助成（1か月
上限10,000円）します。

子ども家庭支
援
センター

義務教育の円滑な実施に寄与
するため、今後も継続して取
り組みます。

学務課

学習活動支援保護者
負担軽減事業

区立小・中学校において使用する補助教材
費や学校給食の精米購入費、区立幼稚園に
おける未就園児に対する施設・園庭開放に
必要な消耗品購入経費等を公費負担するこ
とにより、学習活動の支援を行うとともに
保護者の負担軽減を図っています。

110

区立小・中学校において使用する
補助教材費や学校給食の精米購入
費、区立幼稚園における未就園児
に対する施設・園庭開放に必要な
消耗品購入経費等を公費負担する
ことにより、学習活動の支援を行
うとともに保護者の負担軽減を図
りました。

当初
計画
どお
り

引き続き、区立小・中学校に
おいて使用する補助教材費や
学校給食の精米購入費、区立
幼稚園における未就園児に対
する施設・園庭開放に必要な
消耗品購入経費等を公費負担
することにより、学習活動の
支援を行うとともに保護者の
負担軽減を図ります。

学務課
教育人事企画
課

粗大ごみ等減免措置
児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者に
対する粗大ごみ等処理手数料の減免措置を
行います。

109

各総合支所区民課やみなとリサイ
クル清掃事務所での窓口、又は郵
送での廃棄物処理手数料の減免申
請に対し、減免分粗大ごみ処理券
を交付しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、各総合支所区民課
やみなとリサイクル清掃事務
所での窓口、又は郵送での廃
棄物処理手数料の減免申請に
対し、減免分粗大ごみ処理券
を交付します。

みなとリサイ
クル清掃事務
所

幼稚園保育料の算定
における寡婦（寡
夫）控除みなし適用

保育料算定の基礎となる区市町村民税所得
割課税額の計算に当たり、婚姻歴のないひ
とり親世帯（児童扶養手当受給者）につい
て、税法上の寡婦（寡夫）控除の適用があ
るものとみなして算定します。

110

「子ども・子育て支援法施行規則
の一部を改正する内閣府令」が令
和３年１月１日に施行されたこと
に伴い「港区立幼稚園保育料に関
する条例施行規則」を一部改正し
ました。この改正により、本記述
の記載はなくなりました。

当初
計画
どお
り

事業廃止

幼稚園保育料

生活保護世帯、区市町村民税所得割非課税
世帯の子育てサポート保育料を無料とする
ほか、世帯の所得状況に応じた階層区分に
より子育てサポート保育料を決定していま
す。併せて、多子世帯の経済的負担軽減の
ため、世帯の所得状況や兄姉の年齢にかか
わらず園児が第２子以降の場合は子育てサ
ポート保育料を無料としています。

110

区立幼稚園の子育てサポート保育
料（年間利用）に関わる多子世帯
への負担軽減について、これまで
小学校３年生までの兄や姉からと
していた子どもの数え方を見直
し、令和２年度から、年齢に関わ
らず最年長の子どもを第１子と
し、第２子以降の負担軽減を実施
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯への経済
的な負担軽減を実施します。

学務課

学務課

特別支援学級就学奨
励金

特別支援学級に在籍する児童・生徒の就学
に関する経済的負担を軽減するため、保護
者の負担能力に応じた就学経費を援助しま
す。

110

年度当初に港区立小・中学校を通
じて、「就学奨励事業のお知ら
せ」を特別支援学級に就学する児
童・生徒に配布し、保護者からの
申請に基づいて審査、認定を行
い、就学に必要な経費の一部を支
給することで、保護者の経済的負
担の軽減を実施しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、特別支援学級に就
学する児童・生徒の保護者に
就学経費の一部を援助するこ
とで経済的負担の軽減を実施
します。

学務課

就学援助
経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の
保護者に学用品費等の必要な援助を行いま
す。

110

年度当初に港区立小・中学校を通
じて、「就学援助のお知らせ」を
児童・生徒全員に配布し、保護者
からの申請に基づいて審査しまし
た。3月末現在の認定数は以下の
通りです。
<小学校>1,056人/10,230人
(10.32%)
<中学校>527人/2,226人(23.67%)
<全体>1,583人/12,456人(12.71%)
就学援助は通常の認定に加え、令
和3年4月1日から令和4年3月31日
までの期間、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う、直近の収入状
況を踏まえた認定を行いました。

当初
計画
どお
り
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港区子どもの未来応援施策事業実施状況調査票 【基準日】令和４年３月３１日

（４）地域で子どもの未来を応援する体制の整備

No.

1

2

3

事業名
掲載

ぺージ
現況（Ｒ４年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ４年度の実施予定 担当課

子どもの未来応援施
策理解促進事業

子どもの未来応援施策を推進するため、区
民等に対し、子どもの貧困対策に関する理
解を促進するための講座等を開催します。

110

子ども食堂運営者に対し、児童相
談所の職員を講師に「虐待の未然
防止及び早期に係る研修」を開催
し、子どもの貧困対策に関する理
解を深めました。

当初
計画
どお
り

子ども食堂ネットワーク会員
等を対象とし、子どもの貧困
の実情と対策についての講座
およびワークショップ等を開
催します。

事業内容

学習ボランティア養
成事業

区内の子どもたちが基礎的・基本的な学力
を定着させられるように援助する学習ボラ
ンティアを養成します。

110

学習支援事業を委託することに
よって、ボランティア養成等を継
続的に行い、地域で子どもたちを
応援する人材を育成しました。

当初
計画
どお
り

港区子ども食堂ネットワーク
会員の拡大を図ります。
また、新たに子ども食堂を開
始したい事業者に向けて、子
ども食堂の立上げや運営に必
要なノウハウについて講習会
や個別相談会を実施します。

子ども家庭課

当初
計画
どお
り

学習支援事業の委託により、
子どもの未来応援施策の理解
や人材の確保、育成を進めて
いきます。

子ども家庭課

子ども家庭課
（生活福祉調
整課）

子どもの孤食解消と
保護者支援

子ども食堂運営団体と地域の民間企業が連
携するネットワーク化を推進し、そのネッ
トワークから得られた寄付金や提供物資を
子ども食堂運営団体へ循環させるシステム
を構築します。子ども食堂の開催場所や開
催回数を増やすことで、子どもの孤食解消
を図ります。

110

新型コロナウイルス感染症対策の
ため、お弁当の配布やフードパン
トリーの取組を強化しました。
子ども食堂等の区民向けの開催周
知を年間を通じて支援しました。
港区子ども食堂ネットワーク会員
やみなとリサイクル清掃事務所と
連携し、食材等の提供を行い、子
ども食堂の安定的な運営を支援し
ました。
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